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総務産業常任委員会 

 

平成２９年９月１４日（木）               

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 開  会               

 

○三鬼（和）委員長   おはようございます。  

 ただいまより総務産業常任委員会を開会いたします。  

 本委員会に付託になりました議案は２件でございますが、各課から報告事項等を

承っておりますので、その件も含めて審査及び報告事項を受けるという形で進ませ

ていただきます。  

 それでは、市長より御挨拶をお願い申し上げます。  

○加藤市長   おはようございます。  

 本日、総務産業常任委員会を開催していただきまして本当にありがとうございま

す。  

 議案の説明に入る前に、一昨日の一般質問の中での私の答弁について一部補足説

明をさせていただきたいと思いますが、委員長、よろしゅうございますか。  

○三鬼（和）委員長   どうぞ。  

○加藤市長   一昨日の楠議員の一般質問の中での私の答弁につきまして、空き

地・空き家地区カルテに係る調査等について、専門的な知識をアドバイス、助言を

いただきながら進めていくと申し述べました。そのことにつきましては、大いに御

提案をいただき、実施できるものについてはさらなるアドバイスをいただきたいと

思っております。その中で、防災対策につきましては共助の重要性を第一と考えて

おり、これまでも進めてきているところでありますので、今後も住民主導での取り

組みを推進していくことを補足させていただきます。  

 それでは、本定例会に上程しております議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改

正についてから議案第４３号、尾鷲市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部

改正についてまでを税務課から説明させていただきますので、よろしく御審議、御

承認を賜りますようお願い申し上げます。  

 簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございま

す。  

○三鬼（和）委員長   先ほどの市長の補足説明につきましては、また後に防災危

機管理室がございますので、自主防災会にかかわることだと思いますので、その辺
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で、委員の皆さん、もしその他で意見があったら、先ほど市長が言ったことを精査

する御意見等があれば防災危機管理室のほうでお願いします。  

 市長の出席につきましては、申し合わせで委員会は市長室のほうで待機していた

だいておくということになっておりますので、ここで退席してください。  

 また、後ほど、議案等につきまして市長の答弁を求めるものがございましたら議

長を通じてお願いしますので、またそのときに対応させていただきますので、よろ

しくお願いします。  

○奥田委員   加藤市長の最初の委員会ですので出席してもらったほうがいいんじ

ゃないかなという気がするんですけど、いかがですか。  

○三鬼（和）委員長   この前の議運でしましたもので、私も奥田委員の思われる

ことはあれなんですけど、必要に応じて議長を通じて出席を求めるということで議

会運営委員会で決まったと理解しておりますので。  

○奥田委員   随分議会も優しくなったなという感じがするんですけど、加藤市長

になってから。委員長がその判断をされるということでしたけど、やっぱり今回が

初めてですからね。待機というんじゃなくて、やっぱり出ていただいてどんな雰囲

気かとか、いろんなことを私らも聞きたいことはたくさんありますし、その都度そ

の都度来てもらうのもどうかなと思うんですけど、余りにも優しくないですか。加

藤市長になっていきなり何か議会もトーンダウンして、相当優しくなった気がしま

すけど、いかがですか。何かあるんですか。  

○三鬼（和）委員長   いや、何もありません。  

○奥田委員   うがった見方をすると何かそういう感じがしますよ。裏で何かやっ

ているのかなとか、疑ってしまう。  

○三鬼（和）委員長   この件については私の判断よりか、議長に御説明願います。  

○南議長   先ほどの奥田委員さんのお話なんですけれども、先般、全員協議会で

も一応説明させていただいたように、臨時会の執行部のあり方、特に委員会等のあ

れについても皆さんと一応お話しさせていただいたように、委員の中で話があって

委員長から要請があれば、いつでも議長として出席はお願いするというスタンスは

一切変わっておりませんので、御報告申し上げます。  

○奥田委員   この前の話は重々わかっておるんですよね。委員長の判断でという

ことになりましたので、ただ、やっぱり常任委員会というのは非常に大事ですし、

尾鷲市はずーっと歴代、常任委員会の中で市長、副市長も出ていただいてやってい

る状況の中で、やっぱり常任委員会って大事、全協については議論するのをやめま
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しょうと、三鬼和昭委員なんかはよく言われて、委員長なんかはよく言われて、議

論する場って基本的には常任委員会なんですよね。それと、今回初めての議会です

し、お聞きしたいことはたくさんありますから、私ども、一般質問でも限られてい

ますからあれだけしかしませんでしたけど、本当にお聞きしたいことがたくさんあ

りますし、皆さんもそうだと思うんですよ。ですから、最初の議会ぐらいはやっぱ

り市長、副市長は出ていただいたほうが、ずーっとこれまでそういうようにやって

きたのに急に加藤市長になってころっと変わってというのは私はちょっと、これま

でもそういう議論はあったと思うんですけど、やっぱり市長に出てもらいましょう、

副市長に出てもらいましょうという話が随時あったと思うんですよ。それが急にこ

ろっとなぜ加藤市長になったらそうやって変わるのか。委員長の判断というのはわ

かりますよ。委員長がそうやって判断される理由って私はよくわからないんですよ。

初めてじゃないですか。委員長の判断ですからね。どういう判断でされたんですか。  

○三鬼（和）委員長   私は議会運営委員会の方針に基づいてしておるだけで、私

の個人的な判断はございません。ですから、委員の皆さんが議案について市長の意

見を求めるときは言っていただいたら、それは出席を求めます。  

○奥田委員   個人的な意見じゃないということで、この前、議運では委員長の判

断で決めるという話だったじゃないですか。個人的な判断じゃないんですか。  

○三鬼（和）委員長   委員長の個人的な判断ではなく、質問に基づいて委員長が

要請をしますということです。私が質問に出ていないのに市長に出てくれとか、出

ていらんということは判断しません。  

○奥田委員   この前の議運の確認では、委員会に市長、副市長が出ていただくの

はその委員長が判断するんだということだったじゃないですか。でも、今回、個人

的に委員長が判断したらと、誰が判断されたんですか。  

○南議長   済みません、番外発言で。特に今回は付託された条例改正が２件あり

ますね、議案４２号と４３号ということで。議運もそうなんですけれども、担当課

長との話の間では、今回は上部改正による条例の一部改正ということで市長の出席

は求めなくてもええだろうということで、私自身もそのような感じでおりました。

ただし、委員なり委員長から要請があれば、いつでも市長の出席は要請します。何

も変わっておりません。  

○三鬼（和）委員長   奥田委員、審査によって要請してください。  

○奥田委員   委員長、この前の議運の確認、何回も言いますけど、常任委員会の

委員長が市長、副市長の出席を判断するということだったでしょう。じゃ、委員長
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が判断されたんですかと私が聞いたら、いや、個人的に判断していないと。どうい

う意味なんですか、それは。  

○三鬼（和）委員長   ですから、質問によって要請します。それは拒むことは一

切しません。それでいいんじゃないですか。質問があるんですか、何か。  

○奥田委員   あります。個人的な判断じゃないと言われましたけど、基本的には

委員長が判断されたんじゃないんですか。必要なときに呼ぶということは、基本的

には出なくていいという判断を誰がされたんですかということを聞いているんです

よ。  

○三鬼（和）委員長   議会運営委員会が決めたので、必要に基づいて委員会は議

長を通じて要請するということが議会運営委員会の方向だったと私は理解しており

ます。  

○奥田委員   私の理解としては、議会運営委員会で決めたのは常任委員会の出席

を求めるのは委員長の判断だと、最終的にそういうふうに決まったと思うんですよ

ね。それを出なくていいと判断されたのは委員長なんですかと私は聞いておるんで

す。委員長じゃないんですか。  

○三鬼（和）委員長   方針として……。  

○奥田委員   委員長なんでしょう。だったら、委員長が言うてくれないかん、私

が決めたって。誰が決めたんですか。  

○三鬼（和）委員長   今回の方針については、市長、副市長については一旦退席

していただいて、委員の皆さんの質問に基づいて要請があれば議長を通じてすぐに

来ていただきます。それでいいですね。それでいいでしょう。  

○奥田委員   よくないですよね。これ、報告事項ばかりじゃないですか。報告事

項に対して聞きたいことはいっぱいありますよ。  

○三鬼（和）委員長   報告事項はむしろ市長は要らないのかなと私は……。  

○奥田委員   いや、要りますよ、報告事項は。  

○三鬼（和）委員長   一番我々が大事なのは付託を受けた議案ですから。一般質

問でやっていただいたらいいんじゃないですか。  

○奥田委員   それなら三鬼委員がこれまで言われておったことと矛盾しています

よ。全員協議会は議論するのをやめましょう、常任委員会できちっとした議論をし

ましょうと言っておったのに、報告事項で市長、副市長がいなかったら議論できな

いじゃないですか。方針とかを聞く場合、結構、尾鷲の場合はありますから。方針

が結構出てくるじゃないですか。言っている意味が全然矛盾しています。何でそん
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なに加藤市長になったら優しくなるんですか。おかしいですね、議会も。議会に対

する市民からの不信感が結構あるんですよ。こんなことをしたら余計不信感を生み

ますよ。  

○三鬼（和）委員長   この件については議会運営委員会の方針に基づいて私が判

断しますので、この議案第４２号、４３号について市長の出席を求められますか。  

○奥田委員   求めますよ。  

○三鬼（和）委員長   条例に基づいて、この次に税務課の議案４２号、４３号の

審査を行いますが、これにつきまして市長の出席を求めますか。  

○奥田委員   求めますよ。条例の変更でしょう。非常に重要な問題、条例って法

律じゃないの。尾鷲の憲法ですよ。  

○三鬼（和）委員長   わかりました。  

 議長、今、奥田委員より議案の審査について市長の出席を求める旨がございまし

た。  

○南議長   議会中の要請でございますので、口頭で要請をさせていただきます。

よろしくお願いします、出席のほう。  

○三鬼（和）委員長   それでは、税務課の審査に入ります。  

 委員会に付託となりました議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正について、

議案第４３号、尾鷲市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正についてを

御説明願います。  

○吉沢税務課長   税務課です。よろしくお願いします。  

 それでは、議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正と議案第４３号の尾鷲市都

市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正について説明させていただきます。

なお、この二つの条例改正は関連しておるため、一括して説明させていただきます。  

 それでは、総務産業常任委員会資料１ページをごらんください。タブレットで通

知します。  

 今回の条例改正の概要をまとめた資料であります。１、議案番号、２、題名につ

きましては記載のとおりの内容であります。  

 ３、目的、理由をごらんください。今回の条例改正につきましては、地方税法の

一部改正等に伴い所要の改正を行うものであります。  

 次に、４、主な改正点の概要をごらんください。今回の主要な改正点は２項目あ

ります。まず、１点目、①地方税法第３４９条の３第２８項等で定める固定資産税

及び都市計画税に係る特例割合を規定する改正、いわゆるわがまち特例関連の改正
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であります。  

 下段の表をごらんください。こちらの表は今回規定する特例措置の新設の整理表

であります。左から整理番号、対象資産、特例割合、取得時期、根拠法令・条項、

対象となる資産の例をまとめたものであります。なお、対象となる資産の例につき

ましては簡単に記載をしておりますが、根拠法令である地方税法等にて細かく規定

されている一定の資産が対象となりますので、その点は御留意ください。  

 上段、整理番号１番の家庭的保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産から整

理番号５番の都市緑化法に基づく市民緑地の用に供する土地まで、国の参酌基準に

従い、記載のとおり課税標準の特例措置を行い、税を軽減する規定であります。な

お、これらの対象資産が特例適用されますのは、来年度、平成３０年度からであり

ます。本年７月末現在で本市で該当となる資産は見当たりませんので、この追加規

定において来年度税収には影響がないと見込んでおります。  

 次に、委員会資料２ページをごらんください。  

 こちらの資料はわがまち特例の期限が切れ、削除をするものの整理表であります。

ごらんのとおり、この二つの対象資産については特例措置が平成２９年３月３１日

で期限切れとなっております。本市におきまして、もともと該当する対象資産はあ

りませんでしたので、税収には影響がありません。  

 次に、２点目は②上位法令の改正等の事由による一部修正、条文の整理等を行う

改正であります。主な改正点の概要は以上であります。  

 続きまして、新旧対照表をごらんください。新旧対照表にて先ほどの主な改正点

の該当箇所を申し上げます。  

 まず、１番目の改正点、わがまち特例関連の改正の該当箇所について申し上げま

す。新旧対照表１ページをごらんください。こちらの尾鷲市市税条例の第６１条の

２の規定から次のページ、新旧対照表２ページをごらんください。こちらの附則第

１０条の２の規定までと、少し飛びますが、新旧対照表８ページをごらんください。

尾鷲市都市計画税条例の一部を改正する条例の附則の第４項と第５項がこの１点目

のわがまち特例に関する改正の該当箇所であります。新旧対照表のこれ以外の部分

は２点目の上位法令の改正等の事由による改正箇所であります。  

 議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正についてと議案第４３号、尾鷲市都市

計画税条例の一部を改正する条例の一部改正についての説明は以上であります。御

審議いただき、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

○三鬼（和）委員長   議案第４２号、同じく４３号をあわせて御説明願いました。  



－７－ 

 これらについて御質問がございましたら。  

○奥田委員   まずお聞きしたいんですけど、地方税法及び航空機燃料譲与税法の

一部を改正する法律とその改正が行われたのはいつなのか、施行日というのはいつ

なんですか。  

○吉沢税務課長   改正の施行をされたのが３月３１日であります。公布が３月３

１日であります、４月１日施行で。法律の公布は２９年３月３１日の公布で、施行

日は４月１日からの施行であります。  

 以上であります。  

○奥田委員   そうすると、提出議案の４ページ、今、公布の日が３月３１日で施

行が４月１日と言われましたけど、４ページの第１条を見ると、この条例は公布の

日から施行するとなっていますけど、どういう意味なんですか。  

○吉沢税務課長   議案のほうの４ページの第１条、公布の施行日の話は本改正条

例の施行日を規定しておる部分であります。  

○奥田委員   だから、それが３月３１日なんでしょう。その条例も公布の日から

施行するということは、３月３１日から施行するんですか。  

○三鬼（和）委員長   税務課長、公布日がいつになるとはっきり言ってください。  

○吉沢税務課長   議員さんがおっしゃられたこの上位法令、地方税法の一部改正

をする法律と航空機燃料云々の話は３月３１日に公布されて４月１日施行です。そ

れを受けて本市の市税条例の改正、都市計画税の一部改正を行うのがこちらで決め

てある公布の日、つまりこれが認められてからが施行日ということになります。受

けたこちらの条例のほうの規定、こちらのほうの規定であります。今御審議いただ

いている改正条例についての公布の日をうたっているものであります、こちらのほ

うは。  

 以上です。  

○奥田委員   だから、４ページのこの条例は公布の日から施行するとなっている

から、公布の日と施行、公布は３月３１日で施行が４月１日といったら、公布の日

と施行の日って違うんじゃないですか。これ、公布の日から施行すると、その意味

を僕は聞いているんです。  

○吉沢税務課長   ちょっと休憩を、申しわけないです。ちゃんと調べさせて……。  

○三鬼（和）委員長   暫時休憩します。確認していただきますので、確認してく

ださい。確認してきちっと説明をお願いします。  

（休憩  午前１０時２０分）  
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（再開  午前１０時２５分）  

○三鬼（和）委員長   それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

○吉沢税務課長   どうも申しわけありません。準備不足で御迷惑をおかけしてお

ります。担当係長のほうから説明いたさせますので、よろしくお願いします。  

○山口税務課長補佐兼係長   今、奥田議員のほうから御指摘を受けました４ペー

ジのこの条例は公布の日から施行するというこの公布の日なんですけれども、今議

会で承認いただいた日、今、予定では２６日となっておると思うんですけれども、

この日を公布の日として同日に施行すると。この日に御承認いただいたら告示をし

ますので、それが公布の日ということになります。  

 以上です。  

○奥田委員   じゃ、市税のほうの条例を公布した日から施行するということやね。

そうすると、僕、一つおかしいなと思うのは、地方税法及び航空機燃料譲与税法の

一部を改正する法律というのは３月３１日で公布しておって４月１日から施行して

おるわけですよね。ずーっともう法律は変わっておるわけや。変わっておるにもか

かわらず、ほかのところを見るとみんな４月１日になっておるんですよ、施行日。

それを公布の日から施行すると、今言われたように、９月２６日やと、決議する。

そうすると、４月１日から９月２５日まで、２６日やとですね。その間、根本の法

律は変わっておるのにかかわらず、尾鷲市の法律は変わっていないということにな

るのは僕はちょっと不自然だなと思うんですよ。その根本の法律が３月３１日に公

布して、ほかの自治体なんかは４月１日、３月３１日に専決処分したりして４月１

日施行とかとやっているにもかかわらず、今ごろこんなものが出てきて、９月議会

に。それで、９月２６日から施行するんですよとなると、４月１日から９月２５日

までの尾鷲市の条例というのはおかしくなりませんか。ええのかな、別にそれは。

どうですか。僕はその辺がちょっと不自然だなと思うんですけど。  

○吉沢税務課長   今回の改正につきましても、専決で本来であればとおっしゃる

とおりだと思います。ただ、ちょうど年度末にいろいろ税条例の改正情報が流れて

くる中で、申しわけないんですけど、県からの情報の把握自体がこのような形にな

っておくれてしまったことは申しわけないと思っております。でありますので、本

議会において上程させていただいたような形式になっております。  

 以上です。  

○奥田委員   課長、それをまず言わなあかんのじゃないですか、本当を言ったら。
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もう改正されておるんやもん、これ。これ、３月３１日に専決をやっていますよ。

地方税法及び航空機燃料譲与税等の一部を改正する法律の施行に伴ってということ

で。でも、この固定資産のところ、抜けておるんですわね。抜けておるんですよね。

抜けていますよね。だから、その辺のところをきちっと、今９月ですよ。９月２５

日まで尾鷲市の場合は、ほかのところは４月１日で施行しておるのに、法律が変わ

っていないと。旧法律のまま流れてきておるというおかしな状況になりますよ、こ

れ。  

○吉沢税務課長   奥田議員さんのおっしゃるとおりであります。申しわけありま

せん。本当に事前に説明とかをするべきやったと思います。今後は情報連携を密に

してこのようなことのないようにいたしますので、御容赦のほうをお願いいたした

いと思います。  

○三鬼（和）委員長   税務課長、こういうのはあれなんですけど、上位法が変わ

って、３月３１日に変わって４月１日からほかの自治体がやっておるということを

先ほど県のほうから云々がとありましたけど、気がついたのは一体いつなんですか、

このことに気がつかれたのは。当市が条例変更、一部改正をしていないということ

に気がつかれたのはいつのことなんですか。  

○吉沢税務課長   ７月ごろですね、いろいろ調べていますと。ちょっと待ってく

ださい。係長とかわります。  

○山口税務課長補佐兼係長   今言われたことなんですけれども、本来、奥田議員

が言われるように、３月３１日に専決するということが当然望ましいとは思うんで

す。実際、３月議会でもわがまち特例についてはお認めいただいたものもあります。

今回、３月３１日公布、４月１日施行の部分で３月に上程できなかった部分を上げ

させていただいたんですけれども、先ほど課長も言ったように、県から情報が改正

があったらどんどん流れてくるんですけれども、まだ不十分な部分がありましたの

で今回上程させていただいたんですけれども、他市町全てやっているかというとそ

うでもなくて、まだ検討中という市町もございます。なので、早急に直近の議会で

上げるのは当然だとは思うんですけれども、確かに情報が不十分な部分もあって精

査しておったということは事実でありますので、その部分だけつけ加えさせていた

だきます。  

 以上です。  

○奥田委員   それはわかるよ。でも、ほかのまちを見ておると、鳥羽市はきちっ

と３月３１日専決処分でやっておるんですよ。情報はやっぱり入っておるんだ。ほ
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かのところを見ても６月に専決処分でやるんやけれども、施行日はさかのぼって４

月１日にしておるんですよね。それが９月２６日でええのかなという疑問があるの

と、それと、そういうことを言われるんやったら、３月３１日の専決で一部はやっ

ておるやないですか、地方税法及び航空機燃料譲与税等の一部を改正する法律の施

行に伴ってと。ここは抜けておるんですわね。だったら、一遍にやればええと思う

んですよ。３月に一部だけやって、今回、９月にもなって一部をやるなんて、やっ

ぱりその辺、僕はどうなのかなと、担当課として。そういう情報が集まらないなら

きちっとまとめてやるとか、歯抜けにならんようにね。それと、施行日が９月２６

日でええのかな。みんな４月１日にしていますけどね。ええというならええけれど

も、もう一つ、ミスがあるんやったらミスがあると、おっしゃるとおりですと、ち

ょっと拍子抜けしましたけど、課長、やっぱり先に言ってくださいよ、先に。  

○三鬼（和）委員長   今、奥田委員の質問の中にもありますように、当市に関係

あるものがないからといって９月定例会の採択日を公布日にしていいのかどうか、

４月１日まで戻らなくて、条例の形から戻らなくてもいいのかということも１点疑

問がありますが、その辺も含めて御答弁願いたいと思います。  

○藤吉副市長   条例改正の手続が遅くなったことは本当におわび申し上げます。

ただ、今回の条例案の中の附則の第２条の中に、別段の定めはあるものを除き、こ

の条例による改正後の尾鷲市条例（新条例という）の規定中、固定資産税に関する

部分は平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２８年度分ま

での固定資産税についてはなお従前の例によるということで、２９年度分には、今

回の施行は９月２６日を予定していますけど、議決いただいた９月２６日を予定し

ていますけれども、課税については２９年度分の課税に適用できますので、委員お

っしゃられるような、例えば４月から９月２５日までの部分が課税できないじゃな

いかということについてはこの附則の中で補足をさせていただいておるということ

で御理解いただければと思います。  

 以上でございます。  

○奥田委員   それはわかりますよ。固定資産税の課税の基準というのは１月１日

ですね。それは年度の途中で決めたらいい話ですよ。でも、やっぱり４月１日、ほ

かのところも全部４月１日が施行日、基本的な法律も４月１日施行になっているの

にかかわらず、９月２６日というのはやっぱりおかしいですよ。副市長がそうやっ

て言われても、やっぱり２９年度からきちっと課税していくというなら２９年度の

最初、４月１日がやっぱり施行日ですよ、これは基本的に。私は思いますけどね。  
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○藤吉副市長   本当に委員おっしゃるとおり、法律改正に合わせてやるべきだっ

たところがおくれたことは申しわけございませんけれども、今回、附則の中でそう

いう形で市税の法律に合わせたような課税の方法はとれるような形でさせていただ

きましたので、そのあたりは御理解いただければと思います。  

 以上です。  

○三鬼（孝）委員   執行部、提出議案を出す場合に、今、奥田委員が指摘したよ

うなことをまず冒頭に言うて、それから質疑に入ってもらわんと時間が幾らあって

も足らんのじゃないですか。そして、先ほどの係長の答弁、他の自治体もやってい

ないところがあるというようなことを言っていましたけれども、一つの逃げじゃな

いですか、その答弁は。やっぱりきちっと３月議会でやるべきことをやらないとあ

れですよ。注意してください。  

○三鬼（和）委員長   御指摘がありましたように、気がついた段階で議長等にも

相談していただいて、その措置についても考えるべきであったというのと、６月議

会であれば４月までさかのぼるということもあって、９月議会になってしまったの

で公布日をというような形、こちらからうがった見方をしたら判断してしまうと、

今２人の委員の指摘ではそういったこともとれますので、行政遂行についてはその

辺はきちっと精査した上で曖昧にならないようにお願いしたいと思います。  

 ほかにございませんか。  

○加藤市長   本当に執行部のこういう失態といいますか、本当に申しわけなく思

っております。今後はそういう形で議会への報告のためにはきちんと議長のほうに

御説明しながら、抜かりのないような体制ということをやっていきたいと思います

ので、今回は本当に御指摘のとおりだと思いますので、ただ、附則が云々というこ

ともありますけど、本来的にはやっぱりそうであるべきだと思いますので、その辺

のところをきちんと私も執行部の長として見届けていきたいと、このように、本当

に申しわけございません。  

○三鬼（和）委員長   気をつけていただきたいと思います。  

 議案４２号、４３号についてはほかに御質問ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   引き続き、報告事項のほうをお願いいたします。タブレッ

トのほうを送ってください。  

○吉沢税務課長   次に、平成２９年度のふるさと納税事業の状況報告をいたしま

す。  
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 なお、昨年度、平成２８年度のふるさと納税の実績につきましては約３ ,３００

件、約７ ,１００万円の寄附をいただいております。平成２８年度分の詳細な内容

につきましては決算に関することでありますので、予算決算常任委員会にて後日詳

細説明をいたしますので、御了解ください。  

 本日は、今年度、平成２９年度のふるさと納税の申し込み状況等についての報告

をいたします。資料の３ページをごらんください。  

 （１）平成２９年度ふるさと納税寄附金申請月別状況（件数）をごらんください。

これは本年度のふるさと納税に係る寄附申請、申し込み件数を前年度と比較した表

であります。７月末までの申請状況でありますが、申し込み件数についてはいずれ

の月も前年度より増加しております。４月から７月までの小計の欄をごらんくださ

い。今年度の寄附申請件数の７月末までの小計は１ ,３８２件で、前年度９６１件

と比較して４２１件の増加、前年度比で４３ .８％の増、おおよそ１ .５倍増加して

おります。  

 次に、委員会資料４ページをごらんください。  

 （２）の表をごらんください。こちらの表はふるさと納税申し込み金額を前年度

と比較した資料であります。４月から７月までの小計の欄をごらんください。本年

度のふるさと納税の寄附金額の７月までの小計は３ ,２８７万６ ,１１１円で、前年

度と比較して１４４万４ ,２００円の増加、率にいたしますと４ .６％の増加となっ

ております。これは先ほど申し上げました申請件数の増加４３ .８％に比べ低い増

加率であります。  

 下のグラフをごらんください。５月がやや増加、それ以外の月はほぼ横ばいの状

況であります。  

 次に、（３）ふるさと納税平均寄附申請金額の比較の表をごらんください。これ

は７月までの寄附の状況で、合計申請金額を申請件数で割った数値、平均的な寄附

金額をあらわしたものであります。ごらんのとおり、平成２９年度は現在までのと

ころ１件当たり２万３ ,７８９円と、前年度の同期と比べますと約９ ,０００円減少

しております。  

 ふるさと納税については各種の調査結果などから一個人が複数の市町にそれぞれ

１万５ ,０００円程度ずつ寄附をしている全国的な傾向が明らかになっております。

本市の返礼品につきましては、従前から寄附金額５万円以上対象の年４回配付のま

るごとヤーヤ便が返礼品の主なものであった状況から、全国的な傾向に似通ってき

たと考えております。このことによりまして、申し込み件数の増加率が４３ .８％



－１３－ 

の増となっているにもかかわらず、申し込み金額の増加が４ .６％と比較的低い数

字にとどまったものと分析しております。  

 また、資料のほうには記載がありませんが、直近、平成２９年８月末時点での申

請状況は件数で約１ ,６００件、金額で約３ ,８００万円であります。前年同月より

も件数で５００件、金額で約４５０万円増加しております。  

 次に、委員会資料５ページをごらんください。  

 こちらの表は本年度のふるさと納税に係る主な活動状況を表にしたものでありま

す。本年度は返礼品を４５品目から１０１品目に選択の幅を広げ、強化しておりま

す。その他の活動内容は記載のとおりであります。後ほど御参照をお願いいたしま

す。  

 さて、ふるさと納税につきましては、報道等でも御存じのとおり、行き過ぎた返

礼品などについて総務省のほうから各自治体に自粛するよう本年４月１日に通知さ

れております。その後は寄附金額の多い自治体など２００の自治体がピックアップ

され、総務省から直接指導が行われております。指導を受けた自治体の９割以上が

総務省の指導に従い、高額返礼品の廃止や返礼割合の高い返礼品の見直しなどの対

応をしております。三重県では、鳥羽市、志摩市について真珠製品が高額な返礼品

に当たるということなどから、外すよう国から直接指導をされておりました。鳥羽

市、志摩市とも真珠については当該地域の伝統的な地場産品であるところから、国

へその旨勘案していただくよう要望活動などを行っておりましたが、最終的に本年

１１月には返礼品から真珠製品を除外するということになっております。  

 本市につきましては、いまだ国からの直接の指導がない状況で見直しは行ってお

りません。また、総務大臣も交代したところから、国からの規制、指導内容も流動

的な部分が見込まれております。そのため、今後とも返礼品の指導等に関する情報

収集を緊密に行い、指導等に適切な対応をしていきたいと考えております。  

 平成２９年度ふるさと納税の状況報告は以上であります。  

○三鬼（和）委員長   以上がふるさと納税について中間報告のような形で説明い

ただきました。先ほどの報告のとおり、２８年度につきましては予算決算常任委員

会で審査がございますので、当年度のふるさと納税について活動状況等について御

意見がございましたら挙手願います。  

○上岡委員   ちょっと教えていただきたいんですけれども、ふるさとチョイスＣ

ａｆｅ、あと、ウエブで調べていましたらふるさとチョイスというウエブページが

あったんですけれども、それの担当部署というのは税務課でやっているんですか、
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全て。それと、ふるさとチョイスのウエブへのつながりを教えてください。  

○吉沢税務課長   所管のほう、ふるさと納税事業に関する全般的なものは税務課

が担当しております。もちろん返礼品等々についてはほかの課とも連携等をお願い

しておる部分があるんですけど、議員さんお尋ねのふるさとチョイス、データアッ

プロード等は本課の担当職員のほうがしております。  

 以上です。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

○上岡委員   ふるさとチョイスというのはどういう団体で、どういうものなんで

すか。  

○吉沢税務課長   ふるさとチョイスというのは、ちょっと詳細な資料はないんで

すけど、ざくっとした話、トラストバンクという会社が取り組んでおる部分があり

まして、ふるさと納税、多分ごらんになっていただいたことがあるかと思うんです

けど、全国１ ,７８８の自治体が全て参加しております。中身としては、ふるさと

納税の申し込みの全般的なポータルサイト、インターネットの入り口のサイトとし

て主力なものがあります。このほかにもさとふるとか楽天等々ございますけど、草

分け的な存在で、ある程度規制というんですか、自主規制的な部分も踏まえて市町

村の返礼品等の情報について掲載をしていただいております。本市におきましても、

多分ほかの市町もそうやと思うんですけれども、大まか９割以上はこちらのサイト

経由で申し込みがなされていると考えております。ちゃんとした説明じゃなかって

申しわけないんですけど、そういうことであります。  

○上岡委員   そういう参加しているふるさとチョイスへのリンクは張られていま

すか。  

○吉沢税務課長   本市のふるさと納税のページの中へ入っていただきますと、返

礼品についてはふるさとチョイスのリンクというんですか、クリックしたら飛ぶよ

うな形で何カ所かターゲット、リンクは設けております。  

 以上です。  

○上岡委員   ありがとうございました。  

○奥田委員   市長に聞いたほうがいいのかな。このふるさと納税なんですけど、

たしか一昨年の２７年度が９ ,０００万ちょいあったのかな。去年が、２８年度が

これを見ると７ ,２００万の申請額ということなんですけど、この資料を見ますと、

４月から７月の前年度比を見ますと前年が３ ,１００万で今年度が３ ,２００万ちょ

っとあるので１００万ちょっと前年度から見ればふえているんですけど、今後、市
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長はふるさと納税キャンペーンを張られるというようなことを言われましたけど、

今後やっぱり申請額をどんどんふやしていくんだというような感じなんですかね。

具体的にどういうふうにやられるのか。  

○加藤市長   議会のほうで申し上げましたように、ふるさと納税というのはやっ

ぱり大いにやりながら、歳入が厳しい中ではこれが一番手っ取り早いんじゃないか

なという気がいたします。一応この前も申し上げましたように、１０月からプロジ

ェクトを立ち上げながら、どういう形で増額キャンペーンをやるかということはこ

れからやっていきたいと。基本的には知り合いを、知っている方、税金を払ってい

る方で知っている方をどんどんどんどん紹介していただいて、それについて挨拶状

を出しながら、ふるさと納税の申込書並びにパンフレットを送って寄附金の募集を

募ると。基本的にはこういう考え方を実施していきたいと、このように考えており

ます。  

○奥田委員   その辺を具体的にもうちょっと聞きたいところがあるんですけれど

も、先ほど課長が言われたように、総務省のほうから４月１日ですか、通知が出て、

余りにも返礼品の過熱ブームがあるので抑制するようにということで、返礼品は３

割ですか、納税してくれた分の３割以内にしなさいよとか、そういう通知が出てい

ますけど、私も振り返ってみますと、僕も初めてふるさと納税を知ったのが２６年

の１月ぐらいやったんですよ。テレビを見ていたら返礼品はこんなのがあって、ふ

るさと納税という話があって、それからふるさと納税という話が尾鷲市でも出るよ

うになって、２６年からでしたよね、実質始めたのが。２７、２８と３年やってき

て、今４年目かな。その中で一昨年は９ ,０００万あったわけなんやけれども、去

年なんかは熊本地震があったもんで熊本にどっとふるさと納税が集中したとか、返

礼品も各地みんなやり出したもんだから競争が激しくて、だから、そういう意味で

は頭打ちというか、市長は手っ取り早い方法やと言われたけれども、僕は一昨年の

９ ,０００万というのが頭打ちしておるんじゃないかなという気がするんやけれど

も、それ以上行くという感じなんですかね、執行部としては。行ってほしいですよ。

行ってほしいけれども。  

○吉沢税務課長   まず、総務省のほうからの通達、細かい内容が余りにもざくっ

とした内容で、高額な返礼品、換金可能なものは自粛してくれと。あと、議員さん

がおっしゃられた３割というのは調達価格の３割というふうな、それが文書化され

ていないんですけれども、問い合わせ等をしておると寄附額の３割とかそんなんじ

ゃなしに、寄附額のおおむね３割以内の調達価格ということで、送料とか手数料は
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除いたようなものでいくということになっていますもので、本市におきましては、

この間調べたんですけど、委託先の観光物産協会さんのほうでおおむね３割ちょい、

ニアリーな金額で極端に割合の高いものはありません。  

 資料の４ページを見ていただいたらあれなんですけど、本市におきましては、多

分、駆け込みとかいろんなものがあるんですけど、当然、１２月、１１月、この冬

季において申し込みの申請が前年も前々年もかなり多い状況であります。市長のほ

うから言うたとおり、今後いろいろ力を入れて取り組んでいくという中で、具体的

にぱっと言いますと、１２月、去年でも返礼品、イセエビとか、季節限定のものを

数個ふやしていただいて、品切れみたいになるような形やったもんで、ことしもま

たなるだけ業者さんにようけ参加していただくようにてこ入れをさせていただきた

いと思っています。  

 あと、頭打ちじゃないんかというお話があります。それは当然、本年度も９ ,０

００万を目標にしておるんですけど、やっぱり競争相手が１ ,７００以上の自治体

ということで、詳細はまた予算決算常任委員会のほうでも説明させていただきます

けど、競争相手が１ ,７００以上あるということで、返礼品の数も莫大な数があり

ます。ですので、やっぱり可能性としては、頑張れば、周知とかを図れば何とか頑

張れるのではないかとは希望は抱いております。  

 以上であります。  

○奥田委員   今課長が言われように、１２月は去年でも７ ,０００万のうちの２ ,

１００万、本当に３割は１２月ですので、そういう意味では１２月がある意味大き

な勝負なのかなという気もしますけど、今後やっぱり市長はプロジェクトチームで

すか、そういうのも開いてということなんですが、もうちょっと具体的にどういう

ふうな、トップ外交も当然やってほしいなという気はするんですけど、具体的にど

うやってＰＲしていくのかなというのをもうちょっと聞きたいんですけど、市長、

どうですか。  

○加藤市長   今の増額キャンペーンのプロジェクトの構想といいますか、とりあ

えず市役所の職員約２００名おりますんですけれども、その人間に対してもよそに

いる人たちはたくさんいるでしょう。その人たちに協力を依頼するというようなこ

とがあるわけですね、基本的には。それから、いろいろ団体等にも呼びかけながら、

要するに尾鷲の市民の方々がよそにいる知り合い、親戚、知人、友人、こういった

方々にもう一度プッシュしましょうと。当然、重複は幾つかあると思うんですけれ

ども、大半の方々が恐らくまだふるさと納税を経験していないんじゃないかと、私
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自身はそういうふうに思っております。そういう形の中で、いかにふるさと納税の

御案内を尾鷲市から出すかと、これが一番大事だと思っているんですよ。  

 たまたま自分から始めようということで、８月１０日過ぎに私の知り合い２３０

件、ふるさと納税の御案内をしたと。もちろん私も市長になったからよろしく協力

してくれやという文章をつけまして、とりあえず一応２３０件の方々に御案内をし

たと。まだこれからの話なんですけれども、今現状では、８月末の現状では２３件

の方々からふるさと納税に御協力をいただいたと。その金額が２３４万２ ,０００

円であったと。１人当たり大体約１０万円ぐらいいただいております。正直申しま

して金持ちの連中にこちらから強引にお願いしたというケースもあるんですけれど

も、そうしながら、残りあと２００名ぐらいの方々は私自身が電話作戦で徹底的に

やろうと。  

 そういう形できめ細かくやりながら、そういうハウツーの話は今後キャンペーン

のプロジェクトでいろいろ具体的にやっていきたいと思うんですけれども、実際問

題として、要するに九州の離島のほうで、ニュースで見たんですけれども、大体ふ

るさと納税の寄附金が１５億円あると。こんな実例もあるわけなんですね。その実

例が１５億円あるというのは、熊本地震どうのこうのというのはそういうあれじゃ

ない。僕はやっぱり中身だと思っているんですよ。中身がやっぱり本当にパンフレ

ットの中身がお客様方が欲しいものになっているのか、そういったことも正直言っ

て私もこういう部分については多少なりともプロでございますから、そういうこと

も含めながら徹底してパンフレットの見直しから何から全部やりまして、本当に

我々が尾鷲の特産品を自信を持って提供できるようなパンフレット等もつくりなが

ら、いろんな方々に呼びかけながら、いろんな方々からの紹介でもって尾鷲の特産

品をよその方に御案内したいと。基本的にはそういうことなんです。それで、正直

言って、一昨年の実績は９ ,０００万ありますけれども、昨年は７ ,０００ちょっと

だったんですけど、少なくとも一昨年の実績を超えるような形でやらないとプロジ

ェクトを敷いた意味もございませんから、そのつもりで頑張って進めていくつもり

でおります。  

 以上でございます。  

○奥田委員   市長、その辺、市長のリーダーシップを発揮していただいて、ぜひ

頑張ってほしいなと思います。  

 ただ、先ほど申し上げたように、課長も認識しているように、競争が非常に激し

いというか、そういうこともございますし、あと、一過性で終わらないように、ヤ
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ーヤ便も含めてですけれども、やっぱりリピーターになってもらわなあかんと思う

んですよ、毎年毎年。ヤーヤ便なんかも一回だけ申し込んで終わりという方が多い

みたいなんだけれども、そうじゃなくて、リピーターになって本当の尾鷲のファン

というか、そういうのをつくっていけるような感じでぜひやっていただきたいなと

思うので、よろしくお願いします。  

○吉沢税務課長   リピート率、概数で調べたんですけど、２８年度、２７年度か

ら引き続きしていただいた方の割合が概数で２０％程度あります。この２０％が高

いか低いかはちょっとわからないんですけど、やっぱり尾を振る犬といいますか、

やっぱり港まつりでも招待等々をして、ある程度お礼企画などを充実することも必

要ではないのかと考えております。  

 以上です。  

○奥田委員   課長、やっぱり２割しかリピーターがないというのは少ないですわ。

多いか少ないかわからんというようなことですけど、少な過ぎます。やっぱり最低

でも４割、５割はないと寂しいですわ、２割しかないというのは。それだけ申し上

げておきます。  

○加藤市長   奥田議員の（聴取不能）リピーターで継続的にやっていくというの

は当たり前の話です。継続的にやっていくというのは当たり前なんですよ。これは

絶対継続的にやっていきます。リピート率が２０％、おっしゃるとおり、こんなも

の低過ぎますよ。少なくとも過半数は、５０％以上行かなきゃいけません。そうす

ると、そのフォローができているか否かというような話で、やっぱりこういう商売

のことについては、もう商売だと思っています。きめ細かなものが絶対大事だと思

いますので、その辺も私の持っているノウハウを含めまして、奥田議員の経営コン

サルティング的なそういう御発言もいただきましたので、その辺のところを十分吟

味しながらプロジェクトはきちんと推進していきたいと、このように考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。  

○小川委員   市長のふるさと納税に対する思いというのを確認したところなんで

すけど、市長は商売のプロということで、企業版のふるさと納税というのがござい

ますよね。各市町によると２０１６年度でも百何件かな、認定されておりますけど、

企業版のふるさと納税というのは今は戦略的には全然ないですか。  

○加藤市長   それもあります。ただ、やっぱりそれを研究するのも必要ですが、

即できるようなところをまず実施しながら、当然、議員おっしゃるように、企業版

というのもいろいろ挑戦はしてみたいと、このように考えております。  
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○小川委員   企業版のを見てみますと、結構プロジェクトに対するあれとか、結

構いろんな事業に対してありますけど、金額的にも１ ,０００万以上の寄附とかが

ございますので、ぜひそちらのほうも力を入れていただきたい、そのように思いま

す。  

○加藤市長   十分その心づもりで頑張ってみたいと思っております。よろしくお

願いします。ありがとうございます。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

 市長、今お二人の質問と、それから、所信表明の中で拡大していくというか、力

を入れていくということを言われておるんですけど、このふるさと納税自体がスタ

ート時点では市長公室が担当しておって、現在、税務課がしておるわけなんですけ

ど、プロジェクトを組んだところで税務課だと受け専門になっていくと思うんです

ね。ふるさと納税、ヤーヤ便等々を含めて返礼品については水産商工食のまち課が

観光協会を通じて主に担当しておるということがあるんですけど、そういったこと

を含めて、機構改革とかそういった中でこのふるさと納税のことも含めて内部をそ

ういったことを変えていったりするお考えとか、それはないんですか。どうなんで

すか。  

○加藤市長   １０月２日から発足するプロジェクトについては、一応、機構改革

ということも考えながら、まずプロジェクトをつくってみようと。プロジェクトの

趣旨というのは、何度も申し上げるように、縦の壁というのを、単独の壁というの

をぶち破りたいんですよ。ですから、ふるさと納税は税務課がやるんだと、あと、

ヤーヤ便は観光物産協会を経由して水産商工がやるんだと、そういう話ではこのプ

ロジェクトはやりたくないんです。それは素人でも何でもいいから、とりあえず別

の部署の人間を座長にしながらいろいろとやらせようと。そうしないとどうしても

単独部門、あるいは既存の部門でやらせると非常に保守的な考え方になってしまい

ますから、やっぱり進取の気どりというんですか、そういう気持ちでもってとりあ

えず挑戦しようと。しかし、挑戦するだけでもだめですから、目標を持ちながら、

これに到達するまではどうしたらいいのかということは、それは徹底的にやってい

きたいと、このように考えております。したがいまして、プロジェクトの長は、こ

の業務がここの仕事だから、その長である課長にやらせるという考え方は毛頭ござ

いません。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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○三鬼（和）委員長   それでは、税務課にかかわる審査及び報告につきましては

これで終わりたいと思います。  

 ここで１０分間休憩いたします。  

（休憩  午前１１時０３分）  

 

（再開  午前１１時１３分）  

○三鬼（和）委員長   休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。  

 続きまして、総務課でございます。タブレットの用意をお願いします。総務課に

つきましては予算決算委員会で審査事項になっておりますが、この調査が終わると

後に我々の委員会でまた議論すべきことなので、概要を報告していただくという形

で進めたいと思います。タブレットのほうをお願いします。  

○下村総務課長   本庁舎の耐震問題につきましては、老朽化に伴う建てかえも含

めた耐震化の話は従前からありましたが、小・中学校の耐震化が優先されておりま

した。また、東日本大震災以降、市内公共施設の耐震化を図るため、当時、総務課

にありました管財係が地震発生時に防災拠点として、また、避難施設、避難者収容

場所として機能が果たせる公共施設の整備計画として尾鷲市公共施設耐震改修計画

を策定しました。平成２４年に策定したものでございます。これは、現在、管財係

になっております。この計画では、短期、中期、長期との計画期間を設け、おのお

のの施設の整備を行ってきましたが、東日本大震災における津波被害を受けて津波

浸水域にある保育園の高台移転も必要となったことから、保育園の耐震改修も短期

の改修施設と位置づけられました。  

 本庁舎につきましては、この計画では中期の計画期間となっていることから、平

成２６年７月に尾鷲市庁舎等整備方針検討委員会を設置し、本市が目指す庁舎像を

明らかにし、新庁舎の改修、建てかえも含むですが、指針となる基本的な考え方を

検討しておりましたが、財源的なことがネックとなって停滞しておりました。  

 しかしながら、昨年の熊本地震以降、市民、マスコミ、議会から庁舎問題につい

てさまざまな御意見をいただくこととなりました。総務課といたしましても、財源

の問題も含め、庁舎の耐震化について国や県と協議を進めるとともに、本庁舎が倒

壊するような場合においても通常業務を継続できるよう、庁舎代替リストを策定し

てまいりました。  

 本庁舎の耐震診断につきましては予算の無駄としていましたが、国や県と協議を

進めていく上で耐震性能を示す構造耐震指標、いわゆるＩＳ値が必要と判断し、三
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重県耐震改修促進計画の防災拠点として位置づけていただけるよう申請しておりま

した。本年３月、同計画の改定により社会資本整備総合交付金として事業費の２分

の１が受けられることとなり、今回、耐震診断予算を計上したものでございます。  

○三鬼（和）委員長   今回、耐震診断を行うに当たっての経緯について説明して

いただきました。この件につきましては、これは平成２４年か、これに基づいたも

ので判断しておる。その中で、この結果が出た中でこれまで現議長であるとか、一

般質問であったように、国との総合的なビルであるとか、単独とか、それはこの結

果を見てまた次の整備計画として立てられるということですね。  

○下村総務課長   耐震診断の結果により耐震補強で済むのか、建てかえが必要と

なるのかが判明されると思います。その結果をもってさまざまなシミュレーション

が描けると思われます。従前から説明しておりました国や県の施設との合同庁舎化

や、先般、村田議員が提案されておりました民間企業も含めた庁舎等も十分検討さ

れると思いますし、最近ではＰＦＩ方式やリース方式など、ＰＰＰとか、いろいろ

な庁舎の建てかえに対してのシミュレーションがあると思いますので、そういった

ものを検討し、議員の皆様にいろいろな提案ができたらと思っております。  

○三鬼（和）委員長   この委託というか、出た結果がまた当委員会に報告しても

らうというものですが、これの積算とか、それについては予算決算委員会の所管で

ありますので、そのほかに皆さんとして御指摘とか、そういうことがあれば御発言

願います。  

○奥田委員   １点教えてください。これを見ますと２４年から２８年までが短期

で、２９年から３３年までが中期ということで、中期のところ、今説明があったよ

うに、体育館とか、市役所、それから、向井のコミュニティセンター、矢浜コミュ

ニティセンター、天満集会所、林町会館とありますけど、この辺も全て中期で順次

やっていくという理解でよろしいですか。  

○下村総務課長   この資料自体が総務課となっておるんですが、当時総務課にあ

った管財のほうが公共施設ということで市有財産の関係でつくったものでありまし

て、総務課としましては本庁舎が総務課の管轄となっておって、体育館も含めて庁

舎周辺のものを本庁舎等ということで総務課が担当となりますので、市の計画は計

画でこの順序でやってきております、今のところ。早田が平成２５年に、九鬼が平

成２７年、曽根が平成２８年と。消防のほうも平成２５年に完了しておると聞いて

おります。  

○奥田委員   総務に聞いたらちょっと申しわけないかもしれません。今言われた
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けど、曽根とか早田、九鬼、コミュニティセンターを整備しましたけど、三木里は

どうなっておるんですか。残っておるということなんですかね。  

○下村総務課長   所管しております市民サービス、管財のほうで検討は進められ

ると思っております。  

○三鬼（和）委員長   この委託事業は結果が出ましたらまた市のトータル的な防

災計画について委員会でもまた勉強会をしたいと思いますので、いいですか。  

 ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、総務課の報告を終わりたいと思います。  

○奥田委員   ちょっと先ほどの税務課の話とも関連するんですけど、市長、プロ

ジェクトチームをつくって、それは機構改革とは別という話で、でも、機構改革も

やられるんですよね。どうなんですか、今後、機構改革。  

○加藤市長   機構改革の具体的なことについてはまだ考えておりません。ただ、

しかし、機構は変えていきたいと思っております。それは来年の４月から変えたい

と思っております。その分について１２月にお示しできるかどうかということにつ

いては、その進捗、プロジェクトの進捗度合いによって、極力１２月には考え方ぐ

らいはお出しさせていただきたいなと思っておりますんですけれども、ただ、正直

言って、プロジェクトはプロジェクトでございます。要するに、今、市としていろ

んな施策の中で特にスタートしなきゃならないことについては１０月２日からスタ

ートしたいと思っております。  

○奥田委員   ぜひお願いしたいのはそのプロジェクトの件もそうですけど、機構

改革もぜひある程度煮詰まったら議会のほうにも早目にお示しいただけるとありが

たいなと思うんですが。  

○加藤市長   当然尊重しておりますので、きちんとしたスタートする前に御報告

するということと、それから、スタートした時点でどれぐらいの間隔で御報告する

かというのはまた別問題として、一応、中間報告等々については議会のほうには御

報告させていただきたい、このように考えております。  

○奥田委員   市長はいろいろ今からそういうプロジェクトをつくったりとか、改

革を進められていくということなんですけど、一般質問の中でも身を切る改革はし

ないと、今のところ。でも、伊藤市長からずっと皆さん、報酬カットとか、ずっと

やってきておるんですけど、一律カット。それは、加藤市長、前岩田市長もやられ

ましたけれども、それはもう当面やられないということなんですか。  
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○加藤市長   何度も申し上げておりますので、結果で考えます。  

○奥田委員   僕は先にやったほうがいいんじゃないかなという感じはしますけど、

結果というのはよくわかりませんが、岩田市長も報酬２割かな、期末手当が１０％

カットをやっていましたけど、加藤市長はそういうことはやらないでスタートして

いくという理解でいいんですかね。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、総務課の報告を終わりたいと思います。  

 入れかわるまで暫時休憩します。  

（休憩  午前１１時２４分）  

 

（再開  午前１１時２５分）  

○三鬼（和）委員長   会議を再開いたします。  

 引き続きまして、市長公室について報告事項がございますので、お願いします。

タブレットのほうを開いてください。  

○大和市長公室長   それでは、市長公室より報告３件につきまして御説明いたし

ます。続けて説明してよろしいですか。  

○三鬼（和）委員長   はい。  

○大和市長公室長   資料を通知いたします。  

 まず、１件目の平成２９年度地方創生推進交付金事業の中で当室が実施しており

ます子育てしたい・しやすいまちづくりによる移住促進事業について、また、２件

目の高校生地域人材育成事業、尾鷲高校まちいくのこの２件の進捗及び状況報告に

ついて担当係長より説明いたします。  

○中川市長公室係長   それでは、資料１ページをごらんください。  

 尾鷲市まち・ひと・しごと創生総合戦略における平成２９年度地方創生推進交付

金活用事業の子育てしたい・しやすいまちづくりによる移住促進事業の進捗状況に

ついて御説明させていただきます。  

 まず、この事業の目的は、尾鷲市まち・ひと・しごと創生総合戦略における基本

目標である新しい人の流れをつくり上げていくために都市部において尾鷲市での暮

らしなどを積極的に情報発信していくとともに、移住者の利便性を向上していくた

めに仕事や住まいのサポート体制や移住者の受け入れ体制の構築を進めることを目

的としております。  
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 まず、情報発信事業につきましては、三重県などが主催する移住フェアや相談会

に参加し、昨年度作成した移住パンフレットなども活用しながら、尾鷲市の定住・

移住政策をＰＲし、一人でも多くの方に移住していただけるように努めています。

今年度の移住フェアや相談会への参加は資料のとおりで、東京に８回、大阪に２回、

我々市の職員とおわせ暮らしサポートセンターに勤務している地域おこし協力隊と

が協力しながら参加させていただいております。  

 次に、移住を支える支援事業につきましては、後継者がいないことや高齢により

廃業を考えている方の事業を起業希望者に対して引き継いでいく継業の取り組みな

どを実施するために、事業継続等基礎調査を尾鷲商工会議所様に御協力をいただき、

約９００の事業所に対してアンケート調査を７月から８月にかけて実施いたしまし

た。今後の方向性につきましては、おわせ暮らしサポートセンターに勤務している

地域おこし協力隊と検討しているところでございます。  

 次に、移住体験住宅の運営につきましては、５月１日から運用を開始し、入居者

を募集したところ、愛知県にお住まいの友人同士２名の方が７月から１０月までの

３カ月間の予約が入り、現在、尾鷲市を体験していただいております。また、この

入居者にお願いし、尾鷲市での生活をフェイスブックを使って情報発信していただ

いております。この２名のうち１名の方が空き家バンクを通じて空き家を購入し、

尾鷲市への移住が決まりました。もう一人の方も現在、おわせ暮らしサポートセン

ターのサポートを受けながら物件を探しているところでございます。今後もこの移

住体験住宅を利活用し、尾鷲のよさを知っていただき、一人でも多くの方に移住し

ていただけるよう努めていきます。  

 次に、２ページをごらんください。  

 住宅リフォームに関する事例の取りまとめにつきましては、本市へ移住するため

の判断材料として移住希望者向けに住宅リフォームに関する事例の取りまとめを１

２月末をめどに行い、冊子を作成し、ＰＲをしていく予定でございます。  

 次に、その他として、平成２９年度空き家バンクの利用状況について報告させて

いただきます。  

 まず、物件登録数は今年度は２８件、交渉件数２４件に対しまして成約件数が１

６件、世帯数の内訳は県外が６世帯、県内が４世帯、市内６世帯となっております。

４年間の合計などは資料のとおりとなっておりますので、よろしくお願いします。  

 引き続きまして、高校生地域人材育成事業、尾鷲高校まちいくについて説明させ

ていただきます。資料の３ページをごらんください。  
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 この事業は、三重県、尾鷲市、紀北町が連携し、三重大学の協力のもと尾鷲高校

２年１組のプログレッシブコースの生徒に対し、各地域の現状を把握してもらい、

実際に地域が抱える課題を地域住民との対話などから情報収集をし、課題の解決策

を考えるプログラムを実施することを目的としております。昨年度は尾鷲市は梶賀

地区、紀北町では三浦地区でそれぞれの課題を与え、解決策を考えていただきまし

た。  

 今年度につきましては、紀北町は魚まちを歩く～にぎわいをつくるには～、尾鷲

市では新しいビジネス展開の可能性やアイデアについて、高校生が空き家を活用し

て起業する立場となっていただき、空き家の有効活用について空き家ビジネスの可

能性とアイデアをミッションに合計４回のプログラムに取り組んでいただいており

ます。  

 第１回目は６月２３日に両市町の担当者がそれぞれの地区の現状と課題、それに

合わせたミッションについて説明し、その後、地域学講座「地域が持つ可能性を考

える」として講師に西村三重大学副学長兼地域戦略センター長を迎え、開催いたし

ました。  

 第２回目は８月２５日に各地区の課題について現地調査や地域の方々からの聞き

取り調査を行いました。尾鷲地区においては、まず、天満浦百人会の松井理事長に

天満荘の活用方法や事例のお話を聞かせていたたいた後に、実際に天満地区の空き

家を見ていただきました。その後、九鬼の移住体験住宅「みやか」におきまして、

おわせ暮らしサポートセンター主催の床張りワークショップが開催されておりまし

たので、それらを見学させ、ワークショップをサポートしていただいている大手前

大学の川窪副学長のお話や体験住宅に入居している方のお話を聞いたり、内容の濃

い調査となりました。  

 第３回目は９月１日に第２回で調査した結果をもとに課題解決に向けた話し合い

や発表資料の作成を行いました。  

 最後の４回目は現在日程を調整しておりますが、市長、町長を初め、協力してい

ただいた地区の皆さんも招待し、課題解決策の提案を各班５分間で発表していただ

く予定となっております。なお、各議員様におかれましても、時間の都合がお合い

になるようでございましたら、発表会当日、足を運んでいただければと思います。  

 以上で説明を終わらせていただきます。  

○大和市長公室長   それでは、続きまして、ふれあいバス八鬼山線における時刻

表の一部修正について御説明いたします。  
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 ふれあいバスのダイヤ改正につきましては、５月の当委員会及び全員協議会にお

いてダイヤ改正の報告とスケジュールについて報告を行っております。また、広報

おわせの９月号に１０月１日から運用するダイヤの改正の時刻表を配布したところ

でございます。  

 今回の改正は、各地域の要望により尾鷲駅への乗り入れ、ＪＲワイドビュー南紀、

１０時２分に接続すること、あわせて、ＪＲ尾鷲駅への直接乗り入れができること、

また、通学者を念頭にしながら尾鷲総合病院利用の利便性を向上させることを第一

にダイヤ改正いたしました。しかしながら、八鬼山線の２便目ですが、ＪＲ在来線

の接続が途切れておりましたので、これを現在修正するものでございます。詳細に

つきましては補佐より説明させていただきます。  

○森本市長公室長補佐兼係長   それでは、説明させていただきます。資料の３ペ

ージをごらんください。  

 ふれあいバス八鬼山線における尾鷲駅２便目につきましては、コノワ８時５５分

発となっておりますけれども、改正前のままでございますと、九鬼駅着が９時１６

分となっております。ＪＲ紀勢本線９時１５分発新宮行きを利用することができな

い状況となっております。これを解消するため、２便目の発車時間を５分早めまし

て、九鬼駅着を９時１１分とすることでＪＲ紀勢本線９時１５分発新宮方面へ向か

いたい乗客の皆様が九鬼駅にてＪＲを利用できるよう一部修正したいものでありま

す。ダイヤ改正には尾鷲市地域公共交通活性化協議会における合意が必要となって

おります。この一部修正について委員の皆様に急遽判断を仰ぎましたところ、利便

性が向上するといった観点から合意をいただいている状況でございます。現在、関

係機関に必要な手続を急遽進めている状況でありますが、１０月１日の新ダイヤで

の円滑な運行ができるよう進めております。今後、ふれあいバス八鬼山線の利用者

に対し修正の周知に取り組むため、広報紙、ホームページを初め、地区への説明な

どを実施したいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○大和市長公室長   当室に係る報告３件につきましては以上でございます。  

○三鬼（和）委員長   以上３件、進捗等々を含めて報告していただきました。こ

れらについて御意見がございましたらお願いします。このふれあいバスについては

三交さんを通じてだと思うんですけど、協議会、陸運局というのか、それは許可は

可能性としてはどうなんですか。  

○大和市長公室長   現在のところ、先ほど補佐のほうから申しましたように、協
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議会の委員の方の承諾等があれば、運輸支局のほうも、まだ許可日が今月の２２日

となっておりますので、間に合うと。三重交通さんのほうの準備の都合もお聞きし

たところ、それも何とか間に合うということで今進めております。また、最終結果、

このダイヤの改正が認められた際にはまた議会のほうにも報告させていただきます。  

○三鬼（和）委員長   議会とともに、時間表がホームページに載っておるので、

この地域の方は特にダイヤが変更になったことを決まったら積極的によくわかるよ

うに。  

○大和市長公室長   委員長がおっしゃるとおり、すぐに各地域に行きまして、当

面、ちょっと不手際なことなので申しわけないんですけど、５分のこの１便だけの

ことですので、各地区にも話をさせていただいて、当面それだけのチラシなりをつ

くって対応したいと。さらに３月にはＪＲのダイヤ改正等もあり得るので、それが

関係した際にはまたさらに微調整が入りますので、そのときは改めて時刻表を作成

しようかなというふうに今のところは思っております。  

○奥田委員   資料１、空き家バンクのところでちょっとお尋ねしたいんですけど、

先ほど係長のほうの説明だと一人でも多く移住してほしいんだという話がございま

したけれども、でも、資料を見ますとこの４年間で７３世帯、人数で１５２人の方

がこの空き家バンクを利用されているということなんですけど、内訳を見ると７３

世帯のうち２４世帯が市内の人、それから、人数で見ても１５２人のうち５３人が

市内と。だから、移住というよりも定住の人が３分の１おる。ちょうど３分の１で

すね。これはどうなんです。やっぱり空き家バンクというのは本来の趣旨としては、

係長が言われたように、よそから来てもらうというのが趣旨なんですよね。３分の

１も地元の人が空き家バンクをあれしておるというのはどうなのかなと思うんです

けど、こんなものかな。  

○大和市長公室長   奥田委員さんのおっしゃるとおりだとは思うんですけど、や

はり移住も大切なんですけど、定住も、例えば紀北町へ行かれることを思えば、市

内に定住するほうがいいと。なので、両方の移住も定住も進めたいんですが、これ

はどちらをということはなかなか難しいのかなと。ただし、移住していただくよう

によそからの働きかけはどんどんどんどんこれからも続けていきますが、市内の定

住者というのも大事にしていかなあかんのかなと。でないと、どんどんどんどん自

然減少で人口減があります。それと、社会現象として都市部へ行かれた方が戻って

こないという状況もありますので、さらにこれが近隣の市町等へ行かれるというこ

とも懸念されると思いますので、御理解いただきたいと思います。  
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○奥田委員   御理解というより、ちょっと多うないかなと思うんですけど、もう

ちょっと移住の比率のほうを高うせなあかんのじゃないかなと思うんですけど、も

う一点お聞きしたいんですけど、以前指摘したことがあるんですけど、市役所の職

員が定住のほうで優先されておるということはないですよね。  

○大和市長公室長   ありません。  

○奥田委員   ありませんということですけど、以前ちょっとそういううわさがあ

って、市長、上場企業にいらっしゃったからわかると思うんですよ。インサイダー

取引というのがありますでしょう。やっぱり情報を持っておるところが優先される

というのはいかがなものかと思いますので、その辺のところをぜひ気をつけてやっ

てほしいなと思います。よろしくお願いします。  

○加藤市長   私の役割の一つにはやっぱりコンプライアンス、これでございます

ので、もう当然のことだと思います。ありがとうございます。  

○奥田委員   もう一点だけ、資料２のところでまちいく、高校生がやっています

よね。  

○三鬼（和）委員長   奥田委員、１番だけ、ほかの委員、１番について。  

○上岡委員   ＣＩ、県内、県外の方の人数の中で尾鷲出身者というのは数字はわ

かりますか。  

○三鬼（和）委員長   地元へ戻って帰られた方ということですね。  

○上岡委員   はい。  

○中川市長公室係長   ごめんなさい、ちょっとその資料は今のところ集計はして

おりません。  

○上岡委員   昨年度までで結構ですけど、本年度じゃなくて、昨年度までの３年

間で結構です。  

○中川市長公室係長   ごめんなさい、それも集計しておりません。  

○三鬼（和）委員長   上岡委員、その辺も個人情報に差し支えないところがあれ

ば、そういった分類というか、できるのであれば資料をつくっていただいて、また

委員会のほうに議会のほうに下さい。いいですか。  

○上岡委員   その辺、やっぱりきっちりとしたデータ整理をしていただかないと、

Ｕターンが多いのか、純然たる尾鷲市への移住なのかという判断がやっぱりできに

くいです。どこを中心に移住・定住をしていただこうとしているのか。Ｕターンを

中心にしていただいているのか、今現在、それとも、完全に尾鷲市に関係のない方

を中心に移住・定住の促進をしているのかというのがわかりにくいので、至急、出
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身者だけで結構です。尾鷲市出身者だけで結構ですので、また御提示をお願いしま

す。  

○大和市長公室長   上岡議員さんのおっしゃるとおりなので、先ほど委員長もお

っしゃられましたとおり、個人情報もございますので、でき得る範囲で集めさせて

いただきます。  

○三鬼（和）委員長   それともう一点、先ほど奥田委員の質問の中で、定住の中

で、例えば借家とかなんかの方が空き家バンクをして自分の家を設けられたとか、

そういった傾向というのはどうなのか。傾向だけで結構ですけどね。新たに家を買

い足したのか、それとも以前にとか、そういったところは調査は入っていないんで

すか。持ち家というのか、そういったものには。  

○野田市長公室主査   市内の利用者の方ですね。具体的な数字の把握はやってい

ないんですけど、個々の案件がいろいろありまして、もちろん移住を既にされてい

た方、尾鷲に移住されていた方が空き家バンクで、住所は尾鷲市に既になっている

んですけど、空き家バンクでもうちょっといい物件が出ているので利用して物件を

変える方もみえます。あと、市内で借家に住まわれておる方が持ち家を持ちたいと

いうことで、定住したいということで空き家バンクで家を買われた方も、そういう

事例もございます。また、紀北町で働いている方が尾鷲のほうが都市機能的にはい

いのでということで空き家バンクを利用された方もみえます。いずれにしても、高

速道路がこのように整備された状況で職場までどれだけでも通えるという中でやっ

ぱり定住というのも重要視して、この空き家バンクは尾鷲の方、または市外の方も

利用できるような制度で当初から設置しております。  

 以上です。  

○小川委員   最近よく家が十何年ぶりに売れたとか、空き家バンクのおかげでと、

うれしいというか、そんな電話がありますけれども、たまに土地とか、もう帰って

こないので空き家を寄附したいという人も結構いると思うんですけど、今後そうい

うのは受け付けないんですか。どうしていかれるのか、全然そういうのは協議され

ていないですか。  

○野田市長公室主査   空き家バンクでは、小川委員の言われるように、無償案件

というのももちろんあります。既に４件ぐらいが無償で成約しております。やはり

都会に出ていまして空き家の管理が難しいと。ただでもいいので、持ち主がいたら

その人に譲りたいという方も十分おります。そういった場合はそういう条件を提示

して空き家バンクのほうにも掲示しております。  
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○小川委員   そういう場合は登記のお金だけ払ってもらうという感じですか。  

○野田市長公室主査   空き家バンク自体は物件登録も利用も無料になっておりま

すので、あとは当事者同士のお話、無償なので多分登記の移動とかに係る司法書士

に入ってもらう手数料というのは当事者同士のお話になると思います。  

○小川委員   それと、もう一点、空き家バンクに登録した場合、家のごみとかを

片づけたりというんですか、上限が４万円だったと思うんですけど、年間どれぐら

いの件数が使われておられるんですか。  

○中川市長公室係長   一応、昨年実績で１５件で約５６万円です。  

○小川委員   それと、資料の２ページですか、住宅リフォームに関する事例の取

りまとめというのがありますけど、他の市町によりますとリフォームしたときに補

助金が出ますとか、結構あるんですけど、今のところ尾鷲市はそういうのは全然、

国の制度もそういうのはないんでしょうか。尾鷲市もないと思うんですけど。  

○大和市長公室長   補助のお話は今後考えていかなあかん部分だとは思うんです

けど、ここで言わせてもうておるリフォームの事例というのは、尾鷲へ来てこの家、

例えば床を直したら幾らぐらい要りますよ、どういうという、その部分部分の尾鷲

ではこれぐらいの値段ですよというのを……。  

○小川委員   （聴取不能）。  

○大和市長公室長   はい、そうです。  

○三鬼（和）委員長   ほかにございませんか。  

○三鬼（孝）委員   今、空き家バンクのことを言われておるけれども、物件の登

録数が２６年から２９年までで１２６件ありますね。これ旧尾鷲市街地以外に出張

所管内の地区の登録件数はわからんの。参考までに教えて。  

○三鬼（和）委員長   センター管内ですね、今の表現でいうと。それらの分類が

できておれば。  

○中川市長公室係長   尾鷲市内が７２件、周辺地区が５６件となっております。  

○三鬼（孝）委員   ５６件の内訳はわからんのか（聴取不能）。  

○中川市長公室係長   市街地が７３件、須賀利が５件、九鬼町が１２件、早田町

が４件、三木浦町が３件、三木里町が７件、古江町が２件、賀田町が８件、曽根地

区が７件、梶賀地区が５件となっております。  

○三鬼（孝）委員   この登録している民家の中で民泊できるような大きな空き家

というのはあるのかな。今、日本は観光立国でいろいろと外国へアピールして、年

間２ ,０００万ぐらい外国人が来ておるというあれがありますけど、そういうこと
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で国もいろいろと規制を外して民泊ができるような推進をやっておるんやけれども、

そういう物件というのはあるのかな。伊勢志摩なんかはかなり外国人が来て民泊を

やっておるというような情報も入っておるので、尾鷲市については民泊ができるよ

うな空き家はあるのかなという思いがあるので。  

○野田市長公室主査   現在の登録物件で民泊できるというあれなんですけど、元

旅館やった物件とか、そういったものも数件ございます。ただ、老朽化の度合いと

かいろいろあって、今すぐ活用できるかというとちょっと疑問もあるんですけど、

実際、元宿泊業をやっていた物件というのも何件か出ております。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、２番のほうで御質問がございましたら。  

○奥田委員   資料２の尾鷲高校まちいくについてお尋ねしたいんですけど、先ほ

ど係長も話がありましたが、昨年は梶賀のあぶりでしたか、それと、紀北町は三浦

のほうでしたね。私、発表会も見ましたけれども、文化会館でやりましたよね。拝

見していて思ったんですけど、ちょっと僕は満足いっていないんですわ。  

 というのは、多分、加藤市長もことしの発表会を聞いたらそう思われるんじゃな

いかなと思うんですけど、確かに売るのはネットで売るとか、泊まってもうたらい

いんじゃとか、三浦の、言うておった。これは三重大学の先生も一生懸命やってく

れたのもわかります。高校生の子らも一生懸命やっておるのもわかるんやけれども、

そこで終わってしまったらあかんと思うんですよ。実際にネット販売を自分たちで

するとか、自分たちで工夫して実際に呼び込んで泊まってもらうとか、三浦でもい

ろいろ言いよったじゃないですか、あそこへ行ったらええ、ここへ言ったらええと。

実際に案内してやるとか、そこまでやらんことには、ただただ発表して、７２万も

かけて三重大学の先生がたくさん来ていましたよね。高校生が、あれやったら中学

生レベルですよ、はっきり申し上げて。やっぱり高校生がやるんやで。三重大学の

先生もようけ来てやっておるわけやもんで、もうちょっとレベルアップせんことに

は、意識づけにはええかもしれんけれども、加藤市長も多分ことしの発表会を見た

らそう思われるんじゃないかなと思うんですよね。その辺、三重大学の先生にもち

ょっと言うてやってもらえませんか。それで終わりなの。意識づけで終わりなんで

すか、これは。  

○大和市長公室長   奥田委員のおっしゃるとおりだと思うんです。それで、私ど

も、これで３回目なんですけど、高校のほうにできたら、できたらですけど、カリ
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キュラムなり、サークルなり、クラブ活動的なそういう部署をつくってもらいたい

と思って今お話をしかけておるところで、これはあくまで言われたようにきっかけ

であって、尾鷲のまちを知るためにこういうサークルとかになってくると実際そう

いう販売なりなんなりをやるというときには当然行政もお手伝いできるし、そこの

ところを今やっておりますので。  

○奥田委員   きっかけはわかりますけど、やっぱり実践として、高校生なんだか

ら自分たちで実際やってみると。やって、こうなりましたという発表じゃないと。

こういうふうに考えましたというところで終わってしまったら全然高校生もおもし

ろくないと思いますし、大学の先生もそれだけの指導で７２万も払って、県も紀北

町も合わせてやけれども、尾鷲市は４分の１の１８万円やけれども、もうちょっと

その辺を工夫してほしいですね、ぜひ。ぜひお願いしますわ、そこを。  

○加藤市長   正直申しまして、確かにそうだと思います。私も何回かこういうセ

ミナー等を聞かせていただいたんですけれども、大学のあれすると、えてして学術

的な学問的なあれで終わってしまうと。僕はやっぱり実学であるべきだと。やっぱ

りもっと具体的にどうすればいいのかとかということも、そういうヒントが与えら

れるような、そういう実学的なものをぜひやっていただきたいなというのを僕は希

望しているんですよね。中身ももう一度精査しながら、お願いすべきところは、さ

っき市長公室長が申し上げましたように、そういう形できちんと具体的にやってい

きたいと思っております。  

○三鬼（和）委員長   全国では、まごの店も一緒のように、高校生がビジネスを

やっていたりとか、株式会社をつくっていろいろやっていますもんで、例えばあぶ

りでもそうですけれども、地元のものを高校生流のネット売店をつくってもらうと

か、そういったのに補助金をつけてカリキュラムとかクラブ活動でやってもらって、

尾鷲の宣伝のＰＲのところを高校生の若い人の感覚でしていただいたやつが売り上

げにつながるとかという仕組みというんですか、それで、向こうにも利益が上がる

というシステムですか、全国でも株式会社を高校生につくらせてやっておるところ

も多いみたいですので、そこまでこの事業の発展形というんですか、行けばいいな

と思って、みんなの思いだと思うんですけど、どうですか、そこまで踏み込むとい

うのを含めて。  

○加藤市長   考え方は僕も全く同じです。ただ単に正直言って学問的なことも必

要なんですけれども、やっぱり今抱えている問題は、何度も申し上げていますけど、

尾鷲を広めたいと。そのためにいろんなツールを使わなきゃならない。それがやっ
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ぱりネット、いろんなものがあると思いますので、そういったものに近づけられる

ように早急にいろいろと考えてみたいと思っております。  

○三鬼（和）委員長   それに基づいて今の高校生の子が地元におって仕事にもな

る、生活にもなっていくという仕組みにしたら、働くところがないで仕方がなしに

よそへ行っている方も多いというか、学校へ行かれる方は別ですけど、何人かの方

は地元に働くところがないので県内とかいろいろなところへ行っておるようですか

ら、その辺が自分らでビジネスができるということになれば、尾鷲におるというこ

とも、定着にも結びつくということも、少ないかもわかりませんけど、あるかもわ

からないので、やっぱりその辺の先まで見た戦略にしていただきたいなと思います。  

○加藤市長   本当にまず実態からして、今の尾鷲高校生が就職するときに七十数

名の方々が就職して、紀北町、尾鷲、これに就職する人が十数名しかいないと。こ

の実態を踏まえたときにはこの対策をどうするのかということは当然考えなきゃな

らないことですので、十分認識しておりますので、こういうことは早目に具現化し

ていきたい、そういう気持ちでいっぱいでございます。  

○内山副委員長   発表の日程調整と今言われていたんですけど、その後に、発表

の場だけじゃなくて、その後の展示とか、高校生が考えたことをもっと市民の皆さ

んにわかってもらえるような、例えば庁舎に置いておくとか、展示する場所がある

とか、そういう考えはございませんか。  

○三鬼（和）委員長   この取り組みの成果を発表の場だけじゃなしにほかでも記

録的なものなりなんなりと、そういうのはあるのかとか、場所はあるのかとかとい

うことだと思うんですが。  

○野田市長公室主査   高校生が発表に使いましたパワーポイントとか、模造紙に

取りまとめるんですけど、今それは、過去、まちいくを続けてきたんですけど、尾

鷲高校の廊下に初年度からのを全部張ってもらっています。プラス、市のホームペ

ージのほうでも掲載していくようにしておりますので、そういった部分で高校生の

提案というのを第三者の目にも触れるようにしていきたいと思っています。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   あと、ふれあいバスについてはいかがですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、まちいくにつきましては最後の第４回発表の日

程が決まりましたら、前回のときは議会の日程と重なっておったようなところもあ
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ったみたいなので、重ならんほうがええけど、向こう中心ですので、ただ、決まっ

たら議会のほうにもお知らせ願いたいと思います。  

 それでは、市長公室にかかわる報告について、これで終わります。  

 ここで昼食のため休憩したいと思います。午後は１時１０分から始めたいと思い

ます。  

（休憩  午前１１時５８分）  

 

（再開  午後  １時１０分）  

○三鬼（和）委員長   それでは、会議を再開いたします。  

 市長につきましては、接客があるということで退席しております。  

 午後からは防災危機管理室から始めたいと思います。タブレットの準備をお願い

します。通知をお願いします。  

○神保防災危機管理室長   それでは、防災危機管理室より報告２件でございます。  

 まず、平成２９年８月１０日に締結した大規模災害時における小型無人機による

情報収集に関する協定についてでございます。  

 近年、全国各地で発生している大規模な地震や土砂災害等において、効率的に人

命救助や災害復旧を実施するためには機動的な情報収集等が必要不可欠でございま

す。同時多発で発生した災害等には情報収集手段が不足する事態が想定されます。

また、迅速での被災状況等の確認が困難であり、２次災害が危惧される被災地の情

報収集についてドローンの活用方策を検討してまいりました。  

 ドローンによる情報収集等には高度な操作技術に加え、情報収集技術も必要とな

るため、それらをあわせ持った一般社団法人三重県ドローン協会様との協定を締結

し、大規模な災害時における情報収集態勢の強化をはかっております。このことに

より、災害時においてのリアルタイムの情報を収集することができ、なお一層の防

災力の向上を図れると考えております。  

 次に、９月３日に実施いたしました平成２９年度尾鷲市防災訓練結果につきまし

て説明いたします。  

 当日の訓練参加者は各自治会自主防災会組織４７団体、３１カ所で約１ ,６００

名の参加がありました。目的といたしましては、南海トラフ巨大地震の発生により

甚大な被害が予測される本市において、自助、共助の役割が極めて重要であります。

そのため、８月３０日から始まる防災週間に尾鷲市全域被災者ゼロを目指し、尾鷲

市防災訓練を実施いたしました。  
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 第１部の訓練は緊急地震速報をきっかけに危険回避行動をとり、揺れがおさまっ

た後は想定にとらわれることなく、市民一人一人が率先避難者として最善を尽くし、

即座に避難を開始して自助の意識を醸成する危険回避訓練を行い、第２部では市民

に訓練想定をしていただき、各自主防災会での訓練を実施することで共助の意識醸

成を目的とした訓練を行いました。  

 市民の皆様方におかれましては、早朝より訓練に参加していただきましたことに

厚く御礼を申し上げるとともに、将来いつ起こるかわからない災害に備え、今後も

自治連合会や自主防災会連絡協議会を中心に災害に対する訓練に取り組み、地域を

挙げて災害のない地域づくりを進めてまいりたいと考えております。  

 以上で当室からの報告を終わります。  

○三鬼（和）委員長   以上、三重県ドローン協会との防災協定と防災訓練の報告

をしていただきました。これらについて御質問等がございましたら。  

 ドローン協会については三木里の訓練のときにドローン機を置いておったあの団

体のことですね。  

○西村防災危機管理室係長   先ほど委員長がおっしゃったように、三重県ドロー

ン協会との協定の調印というのは、６月２５日、三木里地区で行われた尾鷲市土砂

災害総合防災訓練に参加依頼をしたのがきっかけで今回の協定締結に至りました。  

○三鬼（和）委員長   それで、１点、８月のときに黙禱するサイレンが不規則的

に何回も鳴っておったので、今後ともそういったことのないように管理をお願いし

ます。  

○神保防災危機管理室長   申しわけございませんでした。今後、我々もそういう

ところに細心の注意を払ってしていきたいと思いますので、申しわけございません

でした。  

○三鬼（和）委員長   お願いします。管理業者のみならず、室のほうできちっと

確認をして進めていただきたいと思います。  

○奥田委員   ちょっと確認したいんですけど、自主防災会が幾つかありますよね。

７４か、７９ですか。そのうち防災倉庫がないところというのは幾つあるんですか。  

○神保防災危機管理室長   今２カ所でございます。  

○奥田委員   その２カ所に末広町があると思うんですけど、ビジネスホテルの末

広がある前のところ、あそこは市の土地らしいですね。そこへ置いてほしいと。末

広町というのは南北に長いもんで、逃げるとしたら、皆さん、南のほうへ逃げてい

くんですよね。逃げると思うんですよ、税務署とか警察のほうに。ちょうどあそこ
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がいいんだという話がありますけど、ただ、あそこがいざ置くとなると境界がわか

らんという話が出ておるみたいですけど、境界がわからんってどういうことなんや。

市が管理しておる市の土地でしょう。それで官と民の境界がわからんから置けない

んだみたいな話があるみたいですけど、それはおかしくないですか。市の土地なん

でしょう、あそこ。  

○神保防災危機管理室長   その辺は奥田議員も御承知のとおり、今現在検討中で

ございますので、もう少しお待ちいただけますか。  

○三鬼（和）委員長   この件は一般質問とかありますので、地区と防災会ときち

っと話して理解できるように進めていただきたいと思いますので、いいですか、そ

れで。  

 それでは、防災危機管理室にかかわる報告を終わります。  

 交代するまで暫時休憩いたします。  

（休憩  午後  １時１７分）  

 

（再開  午後  １時１８分）  

○三鬼（和）委員長   それでは、委員会を再開します。  

 その前にタブレットのほうの送信をお願いします。  

○内山木のまち推進課長   それでは、平成２９年第３回尾鷲市議会定例会総務産

業常任委員会の木のまち推進課に係る報告事項が４件ございますので、報告させて

いただきます。  

 まず、資料の１ページをお願いします。  

 これは農業委員等に関する法律でございまして、農業委員会法の改正に伴う条例

の改正が必要であるということから、事前に説明をさせていただきたいと思ってお

ります。  

 農業委員会法につきましては平成２７年８月に成立され、９月４日に公布されま

した。平成２８年４月１日に施行されております。現在、尾鷲市の農業委員の選出

方法なんですけれども、公選のほうで行っておりまして、農業従事者登録による選

挙数が１０名、それから、農協推薦が１名、議会推薦が２名となっております。改

正後につきましては、農業委員さんのほうが市が推薦募集を経て定数のうち認定農

業者が過半数以上になるように任命するということで、定数が１４名以下と定めて

おります。これは市長が議会の同意を得て任命することになっております。それと、

また、農業委員会では、推薦募集を経て農地の利用推進に識見を有する方というこ
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とで、推薦委員を委嘱する必要がございまして、それが定数３名以下というふうに

なってございます。農業委員の任期なんですけれども、現行、改正ともに３年でご

ざいます。推進委員の任期につきましても委員と同様でございます。  

 条例改正も今回うちのほうも必要になってくることから、１２月議会において議

案として提出させていただきたいと思っていますので、その節はよろしくお願いい

たします。  

 続きまして、２ページ、よろしくお願いします。資料２です。  

 これは日本農業遺産認定記念のシンポジウムのチラシになってございます。平成

２９年１１月４日の土曜日、１時から３時まで、三重県立熊野古道センターにおい

て日本農業遺産の認定記念シンポジウムを開催したいと思っております。内容とし

ましては、主催者の挨拶、基調講演、パネルディスカッション等を行う予定でござ

います。これは平成２８年度に国が創設しました日本農業遺産に当地域の尾鷲林業

システムが認定をされました。伝統的な農林水産システム及びそれらを育む伝統文

化、美しい景観などを後世に継承しつつ、地域の活性化につなげていくためにはど

うするべきか、参加者の皆様とともに学び、考えていきたいと思っております。ま

た、議員の皆様も出席のほうをよろしくお願いしたいと思っております。  

 続きまして、資料３ページをお願いします。  

 平成２８年度低コスト造林植付事業、これは繰越分でございます。事業内容とし

ましては、場所が尾鷲市大字南浦クチスボ地内でございます。面積が３ .３３ヘク

タール、植えつけ本数はヒノキが７ ,０１０本でございます。それと、有害鳥獣防

護柵が１ ,９３１メーターと歩道新設が２１２メーターです。契約額ですけれども、

６５５万４ ,５２０円、期間としましては平成２８年１０月２０日から２９年４月

１１日まででございました。繰越理由としましては、ことしの１月に降雨降雪によ

って森林での作業がおくれたために繰り越しをさせていただきました。事業完了が

２９年５月１７日で完了いたしました。  

 続きまして、資料４をお願いします。  

 今回は熊の目撃情報について報告させていただきます。まず、平成２９年９月４

日の尾鷲市大字南浦茶地岡付近で熊の目撃情報がございました。これは午後６時ご

ろに茶地岡付近で熊を目撃したと尾鷲警察署に通報がありまして、午後６時４０分

に尾鷲警察署から市役所のほうに連絡が入りました。木のまち推進課としては、ま

ず県のほうへ連絡を入れ、情報共有を図り、その後、目撃場所の確認及び周辺のパ

トロールを行いまして、並行して尾鷲警察署及び目撃者から情報収集を図りました。  
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 次に、９月７日、尾鷲市坂場町においてまた熊の目撃情報がありました。これは

午後１時３０分ごろに坂場町地内にて熊を目撃したと市のほうに通報がございまし

て、同様に県に連絡を入れ、情報共有を図りながら、目撃場所の確認とその周辺の

パトロールを行っております。  

 それと、この土曜日なんですけれども、９月９日に尾鷲市の賀田町地内の山林に

熊が出没したという情報もさらに入りまして、これは午前１０時３０分に熊野尾鷲

道路の賀田インターの入り口から県道賀田港中山線を国道４２号線に１ .５キロメ

ーター上がった林道弓谷線の入り口付近において熊を目撃したというふな情報が入

りました。同様に県と連絡をとりながら目撃場所の確認と周辺のパトロールを実施

しております。  

 ５ページをお願いします。  

 熊が出たときの市としての対応方法なんですけれども、まず１番として関係機関

への連絡ということで、尾鷲警察、尾鷲消防署、森林組合おわせ、森林管理署、猟

友会尾鷲支部に連絡をとっております。２番としまして関係課への連絡、市長、副

市長、市長公室、総務課、防災危機管理室、福祉保健課、教育委員会の総務課、生

涯学習課、それと、目撃場所があった地区への連絡を行っております。また、この

地区につきましては、目撃情報紙などを回覧していただくなり、町内放送などをし

ていただいております。また、外灯等もつけていただいて注意喚起をしてもらって

いる場所もございます。それから、４番目が各報道への周知、ファクス、投げ込み

も行っております。それと、５番目が防災無線での周知、６番目がワンセグでの周

知、７番目がホームページに目撃情報の記載を行っております。それと、最後に８

番目なんですけれども、現場確認としまして県職員と行い、注意看板などを設置し

ております。さらに、毎日、獣害パトロール員によるパトロールを強化しまして、

また、木のまち推進課職員によっても午前、午後の２回、現場パトロールを実施し

ております。  

 今後の対応におきましては、このように情報共有、注意の喚起、さまざまな方法

で周知を行いながら、猟友会の方のアドバイスをもらい、県と協議した上で迅速な

対応を行っていきたいと考えております。  

 報告としては以上でございます。  

○三鬼（和）委員長   以上４件、報告していただきました。  

 これらについて何か問いたいことがございましたら。  

○上岡委員   熊の目撃情報の周知のほうなんですけど、私、三木里の家でワンセ
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グとか防災無線を聞いていても９日のは聞いたことがなかったかなと思うんですけ

ど。  

○内山木のまち推進課長   ９日のほうは民家からすごく離れていたこと、それと、

今、宮ノ上地区のほうでの防災無線等の周知もさせていただきまして、また重複等

で混乱するということもありまして、賀田区長さんのほうにも報告させていただき

まして、町内放送のほうは行わせていただいております。  

○上岡委員   去年、おととしですか、熊は１晩で何キロ移動するんでしたかね。  

○内山木のまち推進課長   ３０キロから５０キロを１日に移動するというふうに

聞いております。  

○上岡委員   すると、賀田で出没して１晩で尾鷲市内へ移動しますよね、三木里

も古江も三木浦も。９日は放送しない、９月９日分はしていないですよね。なぜ。  

○内山木のまち推進課長   確かに熊が同一かどうかも私らもわかりません。それ

は違う熊かもわからんし、一緒の熊かもわかりません。ただ、９日の目撃した場所

がそういうふうに山の奥だったということもありまして、今回、防災無線等では行

いませんでした。  

○上岡委員   できれば市議会議員へも報告をいただければと思います。それと、

ホームページにも載せないんですか、９日のは。  

○内山木のまち推進課長   済みません、ホームページには４日と７日は載せてお

りますけど、９日は載せておりません。それと、議員さんへの周知なんですけれど

も、議長、副議長のほうに報告はさせていただいております。それで、また、議長

のほうから議員さんのタブレットのほうにも通信するようにというふうな指示がご

ざいましたので、今後は通信したいと思っております。  

○上岡委員   なるべく早くこれからはお願いいたします。  

○内山木のまち推進課長   迅速に対応したいと思います。  

○三鬼（和）委員長   インターネットのほうはできるだけ目撃があったところは

印をつけておくほうがいいのではないのかなと思います。その旨もお願いします。  

 他にございませんか。  

○奥田委員   農業委員会のことでお尋ねしたいんですけど、相続なんかで農地が

移動する場合はええと思うんですけど、売買とか、２００ヘクタールやったか、規

制があるじゃないですか。  

（「２０です」と呼ぶ者あり）  

○奥田委員   ２０ヘクタールですね。２０ヘクタールの規制があって、市長の所
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信表明の中で空き家バンク制度を利用する移住者に対しては取得できる農地の下限

面積を引き下げるというようなことが書いてあるんですけど、この辺をちょっと教

えてもらえませんか。  

○内山木のまち推進課長   まず、農地の取得なんですけれども、今２０アールで

す。２ ,０００平米ですね。２０アールとなっておりますけれども、農業委員会の

ほうで１０アールのほうに考えてもらっております。それと、空き家バンク等の農

地の取得なんですけれども、これにつきましても今農業委員会さんのほうでもっと

軽減できるような方向で今検討をいただいております。  

○三鬼（和）委員長   奥田委員、この件については条例化する前に決まったら委

員会にも報告してもらいます。今、農業委員会で条例制定においてということです。  

 他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、木のまち推進課にかかわる報告を終わります。  

 入れかわりまで休憩いたします。  

（休憩  午後  １時３１分）  

 

（再開  午後  １時３３分）  

○三鬼（和）委員長   それでは、会議を再開いたします。  

 タブレットのほうを先に通知をお願いします。  

○野地水産商工食のまち課長   通知させていただきます。  

○三鬼（和）委員長   今回の報告の中には予算決算委員会の審査事項がございま

すので、詳しい扱いについては予算決算委員会のほうでお願いします。我々はこの

事業をした後また報告等を受けることがございますので、説明だけ受けるという形

で進めたいと思います。  

 じゃ、お願いします。  

○野地水産商工食のまち課長   水産商工食のまち課です。よろしくお願いいたし

ます。  

 本日につきましては、報告事項として７項目ございます。  

 まず最初に、地域商品券発行事業及び尾鷲節コンクール補助金の補正につきまし

ては、今回、予算決算常任委員会での審議に先立ち、所管の当委員会において概要

を報告させていただきます。また、本年度に実施しております地方創生推進交付金

事業の進捗状況及び今後１０月から１１月に当課が関係するイベントがいろいろご
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ざいますので、三つのイベント及び商工会議所関係の二つのイベントもあわせて報

告、御案内させていただきます。  

 それでは、詳細の説明についてはお手元の資料に基づき係長を中心に説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。  

○苫谷水産商工食のまち課係長   それでは、資料１をごらんください。地域商品

券発行事業について御説明いたします。  

 事業主体は尾鷲商工会議所、事業の目的といたしましては、尾鷲北インター以北

及び尾鷲南インター以南の高速道路の開通により懸念される市外への消費流出、景

気の冷え込みに対する対策として、市内での消費に限定した１０％のプレミアムが

ついた地域商品券を発行することにより市内経済の活性化につなげたいとし、地域

商品券発行事業に対する助成についての要望が尾鷲商工会議所よりございました。

平成２７年度に地方創生交付金を活用し、地域商品券を発行した際のアンケート結

果から一定の消費喚起効果が見込めると判断し、地域商品券発行事業に助成を行い、

市内経済の活性化を図ることを目的といたします。  

 事業内容といたしましては、商品券の発行総額１億１ ,０００万円、１０％プレ

ミアム分は１ ,０００万円、５００円券１１枚つづりで１冊５ ,５００円、発行冊数

は２万冊でございます。販売期間の予定でございますが、１１月２７日から完売ま

で、商品券の使用期間は１２月１日から１月３１日までの２カ月間を予定しており

ます。購入に関しましては１人当たりの限度額５万円、尾鷲商工会議所で販売いた

します。商工会議所以外の特別販売場所については調整により設ける場合がござい

ます。取り扱い加盟店につきましては、目標店舗数１８０店舗、募集期間は１０月

１日から１０月３１日まで、登録資格といたしましては尾鷲市内の店舗でございま

す。事業費につきましては、地域商品券発行補助金といたしまして１０％プレミア

ム分の２分の１、５００万円でございます。  

 説明につきましては以上でございます。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   それでは、尾鷲節コンクール補助金補

正につきまして説明させていただきます。資料の２ページをごらんください。  

 全国尾鷲節コンクールに対する補助金の交付の目的でありますが、当コンクール

を開催することにより県内外からの来訪者をふやし、さらには尾鷲節のＰＲと地域

の活性化を図ることであります。  

 事業内容でありますが、本年１１月１２日日曜日でありますが、尾鷲市市民文化

会館におきまして一般の部、壮年の部の予選、決勝、優勝決定戦を行い、尾鷲節日
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本一を競います。加えまして、次世代への継承や育成を目的に少年少女の部も開催

いたします。当大会を継続開催することにより、本市の集客交流の推進とともに、

伝統文化である尾鷲節の情報発信と地域活性化につなげてまいります。  

 効果でありますが、まず、全国への本市の情報発信となります。これは大会開催

に当たり来場者の皆様へ尾鷲節のみならず、各種パンフ等を配布したり、大会のホ

ームページ告知時に尾鷲市の情報を見てもらうことで本市を知ってもらうよい機会

となっております。  

 次に、参加者の増加による市内での消費の拡大及び伝統文化の普及、継承であり

ます。ほかにも伝統文化を生かした集客交流の推進であったり、地域内外の参加者

がふえることでの尾鷲節の魅力の再発見ともなります。  

 続きまして、今回の補助金補正の概要であります。  

 まず、補正理由でありますが、本市の伝統文化を生かした地域活性化を目指す取

り組みである尾鷲節コンクールのさらなる知名度アップや質の向上、参加者の確保

及び増加を図るため、専門的な知識を持つ審査員の増員、次世代への継承を見据え

た少年少女の部への奨励賞の新設を行うとともに、これらの改善点を含め、本コン

クールの各民謡会派さんへこれまで以上の積極的なＰＲのため紹介活動が必要と判

断したためであります。  

 補正内容と補正額でありますが、専門的な審査員の増員分といたしまして報償費

が１０万円、審査に来ていただく際の旅費が１万８ ,３８０円、参加してくれまし

た少年少女の部、奨励賞としてメダル代が３０個分の５万１ ,９８０円、これら改

善点を含め、各民謡会派への今まで以上のコンクールへの参加を促すためのＰＲ渉

外費としまして１２万８９０円の合計２９万１ ,２５０円の補正を計上させていた

だきました。  

 この補正による効果でありますが、専門審査員の増員に伴う民謡会派へのネット

ワークの拡大によって新たな会派の参加への動機づけとなることや、少年少女の部

での奨励賞の新設に伴って子供たちの尾鷲節へやる気と参加意欲の向上が見込まれ、

伝統文化である尾鷲節の継承につながると考えております。  

 以上です。  

○三鬼水産商工食のまち課主幹兼係長   それでは、資料の３ページをごらんくだ

さい。  

 本年度、当課で実施しております地方創生推進交付金事業の進捗について御説明

させていただきます。  
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 まず、一つ目の地域産品を有効利用した尾鷲マハタブランド向上事業につきまし

ては、尾鷲市海面養殖振興協議会が昨年度、関係機関と連携してアマナツの調整粉

末を用いた飼料開発と試作に取り組まれており、今年度、その試作品を用いて飼育

試験を実施して、給餌後の身質の変化等を把握し、身質の向上効果等を検討するこ

ととしております。これまで協議会会員の養殖生けす及び三重県水産研究所尾鷲水

産研究室におきまして養殖試験を実施しております。現在、県の研究室におきまし

て身質成分等の分析を進めております。年度末までに結果等が取りまとめられる予

定でございます。事業主体は同協議会で、事業費は１２０万円でございます。  

○三鬼（和）委員長   以上、この３点について資料３番までで御質問、御質疑が

ございましたら、問いたいことがございましたらお願いします。  

 済みません、まだ関連の報告事項があるようなので。  

○苫谷水産商工食のまち課係長   続きまして、食の産業開発の進捗につきまして

御説明いたします。  

 マーケティングを活用し、尾鷲の新たなる特産品の開発を目指して５カ年開催し

てまいりました尾鷲ものづくり塾を平成２８年度より尾鷲食の産業開発として開催

してまいりましたおわせいっぴんＬＡＢＯに吸収合併し、専門家による食を共通テ

ーマとした年間を通じた講座や個別相談会を実施することにより、飲食の新たなメ

ニュー開発、製造業の新たな特産品開発を継続的に行ってまいります。  

 おわせいっぴんＬＡＢＯにつきましては、参加事業者１２業者、７月、９月に外

部専門家にお越しいただき個別相談会を実施しております。講座につきましては、

７月に食品衛生についてのセミナーを開催いたしました。９月には、平成２７年４

月に施行されております食品表示法の経過措置期間が平成３１年度末となっており

ますことから、新しい食品表示ルールについてのセミナーについても開催しており

ます。  

 今後の予定といたしましては、専門家による個別相談会を１１月と２月に開催い

たします。また、１０月２９日、３０日に名古屋金山総合駅で開催いたします南三

重ふれあいフェスタｉｎ名古屋金山に尾鷲市のブースを出展し、物産展を活用した

マーケティング調査を実施し、商品開発に生かしてまいりたいと考えております。  

 おわせいっぴんＬＡＢＯにつきましては、実施主体が尾鷲商工会議所となってお

り、食の産業開発補助金を出すことで支援しております。事業費４０８万３ ,００

０円となっております。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   続きまして、事業名、世界遺産、地域
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産業を活用した外国人及び国内誘客並びに輸出を促進するための観光ＤＭＯ推進事

業について説明させていただきます。  

 事業主体が三重県及び東紀州の５市町であります。事業の概要でありますが、こ

の事業が始まった昨年度に実施いたしました５市町のトップセールスによる海外と

のパイプを生かして今年度は官民一体でのアピールを行い、誘客促進や交流人口の

増加を目指します。また、これらの取り組みを効果的、永続的なものとするため、

旅行ニーズ分析に基づいたマーケティングと地域の関係団体との連携を担う観光Ｄ

ＭＯの組織化に向けた人材育成等を行います。事業費は尾鷲市分担分が２８５万４ ,

０００円で、県、各市町同額負担となっております。  

 次に、現在の進捗状況でありますが、７月からスマホアプリを活用して東紀州地

域への誘客につなげるための基礎資料を作成するため、関西国際空港から紀伊半島

を周り中部国際空港、またはその逆もありますが、帰国する外国人の動向分析調査

を行っております。また、７月末の５日間、京都タワー３階、関西インフォメーシ

ョンセンターにおいて東紀州のＰＲブースを設け、当地域の情報発信を行いました。  

 また、今後でありますが、１１月に台湾から旅行業者、メディア、ブロガーを招

聘し、東紀州の魅力を体験してもらい、情報発信してもらうことで台湾からの誘客

を図りたいと思っております。  

 以上であります。  

○三鬼（和）委員長   以上、資料３番まで報告していただきました。ここまでで

もしお伺いしたいことがございましたら、挙手願います。  

○小川委員   尾鷲マハタのブランド向上事業について少しお伺いしたいと思いま

す。  

 飼料の試験というのは大体何カ月ぐらい、餌投与というか、やられるんですか。  

○三鬼水産商工食のまち課主幹兼係長   伊勢マダイというブランドのケースがあ

りまして、それは１４回給餌というのが一つのルールになっておると聞いておりま

して、一旦１４回給餌をしたものを一つの中間として上げまして、その後、６月か

ら実施した試験は一応８月に一旦１次試験としては終了しております。そういう格

好で現在、身質の成分分析等を進めているような状況です。  

○小川委員   柑橘系の餌をまぜることによって身質にちょっとにおいがついて、

四国のほうでもよくハマチとかでやられておりますけど、結構肉質もええというこ

とをよく伺うんですけれども、１年魚に対してやるのか、それとも、２年魚とか、

３年魚とか、マハタの場合はあると思うんですけど、その点はどうなんですか。  
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○三鬼水産商工食のまち課主幹兼係長   ２年魚に給餌しておりまして、昨年度、

近畿大学に委託して、余り身質のほうにアマナツとか柑橘のにおいがつくような量

まで与えてしまうと余りよくないのではないかということで、０ .５％という形の

給餌を混合して実施しております。  

○小川委員   今後結果が出て、肉質の向上につながった場合に養殖業者の方にも

推奨すると思うんですけど、その場合、個人個人で自分で自分の飼料を仕入れてお

る会社に展開してくれとか、そういう形、飼料だけ提供するという形なんですか。  

○三鬼水産商工食のまち課主幹兼係長   今回の試験につきましてはあくまでテス

トケースということで、どういうふうな効果があるかまず把握してみようというこ

とでこういう交付金を活用させていただいてやっております。その中で、自分の養

殖にも応用されたいという方につきましては、そういうふうな自分の持っておるメ

ーカーにアマナツの調整粉末を添加する形で応用がきくような形の設計になってお

りますので、その辺は今後検討されるというふうに考えております。  

○内山副委員長   つばき振興券の取り扱い場所、販売場所、調整により設ける場

合がありとありますが、できれば周辺の輪内地区とか、須賀利であったりとか、満

遍なく買っていただけるようにコミュニティセンターとか、そういう考えはござい

ますか。  

○苫谷水産商工食のまち課係長   尾鷲商工会議所さんのほうと調整になるかと思

うんですけれども、購入いただく方が購入いただきやすいような場所というのは検

討していくことが必要かなと思っていますので、できれば商工会議所だけではなく、

周辺部であったり、従来どおりのスーパーであったりというようなところで取り扱

いができればなというふうな考えはあるというふうには聞いております。  

○内山副委員長   ぜひ進めていただくようお願いします。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

 今回、商品券、全部５００円券ということで、皆さんの要望を取り入れておる形

かなとは思うんですけど。  

○奥田委員   尾鷲節コンクールのことをお聞きしたいんですけど、中身は予算決

算常任委員会でこの補助金の補正についてはお聞きしたいと思うんですが、今、実

行委員会というのはやっぱり市役所の職員が多いんですか。どのぐらいの人数、民

間の人も含めてどのぐらいの構成になっていますか。  

○野地水産商工食のまち課長   尾鷲節コンクールのスタッフ自体は６０名ほどの

陣容でやっております。そのうち市役所の当日出るメンバーも含めて大体４０名ぐ
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らいというふうな形で推移しております。  

○奥田委員   そうすると、ほとんど３分の２は市役所の職員の人が、これはボラ

ンティアですね、もちろん。日当とかはあるの。日当とかはあるんですか。弁当代

はあるんですね。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   時間外がついております。  

○奥田委員   時間外、ついているの。ボランティアでやっているのかなと思った

ら、じゃ、この２８０万の補助以外にそういう時間外って物すごくかかっています

ね、そうしたら。時間外だけでどのぐらいあるんですか、去年なんか、ちなみに。  

○野地水産商工食のまち課長   その辺については予算決算委員会も含めて、ちょ

っと今手持ちの資料にはっきりとしたものがございませんので、その辺はこちらの

ほうで整理させていただきます。  

○奥田委員   予算決算常任委員会できちっと説明していただきたいですよね。僕

はてっきりボランティアで皆さんがやってくれていると思ったんですけど、時間外

がついているということは物すごい金額ですよね。また教えてください、それ。非

常に残念ですわ、そういう話を聞くと。皆さん、快くボランティアで出ているのか

なと思って、ああ、御苦労さんやなと、お疲れさんやなと思っていましたけど、時

間外、皆さん、ついているんですね。びっくりしました。僕、初めて今知ったんで

すけど、それで、ちょっとお聞きしたいんですけど、細かいことはまた予算決算常

任委員会でお聞きしますけど、今回、予算をつけて専門員を増加して、ＰＲを兼ね

て新たな会派の参加を求めるんだとか、メダルを子供たちに出すことによって子供

たちの参加を呼びかけると。確かに、この前僕が言うたように、この五、六年、大

人の人って８０人とか９０人とか、１００人を切っておるわけですよね。以前に比

べたら何分の１かですよね。そういう中で確かに参加者をふやそうという意図はわ

かります。ただ、もう一方で観客、やっぱり尾鷲節コンクール自体、全体を盛り上

げるためには観客がおらんことには、去年みたいな、去年は本当に悲惨でしたよ。

観客がいない。あと、食べるところがない。その辺のところを担当課としても考え

てもらわないと、幾ら予算をばんばんばんばんつけても、市長が言われるように伝

統文化がどうのこうのと言うても、全体が盛り上がりませんよ。盛り上がって人が

来てもろうてやっといろんなお金が落ちたりとか、尾鷲節の普及にもつながってい

くんやと思うけれども、まずそこを考えなあかん。去年の反省を十分せなあかんの

やないかなと思うんですけど、お金が出ているんやったら余計ですよ。僕、ボラン

ティアでやっているのかなと思って御苦労やなと思ったけれども、お金が出ている
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んやったら余計担当課として、課長、担当課としてしっかりこの辺をやらんことに

は、どうなんです、その辺。まず、去年の反省をしてほしいなと思うんやけれども。  

○野地水産商工食のまち課長   来場者の面については時間ごとにかなりばらつき

はあって、最後の決勝とかフィナーレが近づく中である程度の来場者は入っておっ

たということで、自分たちもそういう面ではあるかとは思うんですけれども、ただ

し、議員言われるように、また来場者をふやしていくことというのは今後もっとも

っと必要な部分かと思いますので、その面では情報発信、そのようなことをまずさ

せていただくのと、当然、出場者がふえることによってその応援の皆さんもふえる

というふうな効果がございますので、今回の面も通じて出場者をふやすこと、それ

に基づく応援者も含めた来場者をふやすこと、そういうふうなことにまず取り組ん

でいきたいと思います。  

 また、物産展ですね。エントランスの部分で物産展を昨年も１０業者やっておっ

たわけですけれども、議員からも御指摘ありますように、少しその辺のバリエーシ

ョン、特に昼食のバリエーションとかも御指摘がございましたので、その部分につ

いては実行委員会のほうとも十分相談の上、事業者の皆様にまた呼びかけていきた

いなというふうに考えております。  

○奥田委員   しつこく言うつもりはないですけど、まずそこですよ。これを、ま

た２５０万を２８０万に上げると、これ、市民の方にもきちんと説明せんことには、

去年みたいなあんな悲惨な状況でさらに追加するのと。じゃ、頑張っているほかの

団体はどうなんですかというバランスの問題というのは出てくると思うんですよね。

ですから、課長、決勝に向けてふえていったと、そんなことないですよ。去年なん

かは僕も見ておったけど、一般の部、壮年の部で１５人ずつかの決勝をまずやった

やないですか。でも、やっぱり観客席はちょっとふえますよ、それは。落ちた人ら

が観客席へ来て見ておるだけの話で、ほとんどそんなに、若干予選よりふえたかな

という感じですけど、でも、最後もう一回やったのかな、優勝決定。そのときにな

ったら負けた人は帰っていったりとか、そんなにいなかった、最後の決勝でも。だ

から、がらがらでしたよ、本当に。だから、そういう意味でまず観客に来てもらう、

尾鷲の人もちょっと冷めているのかもしれません。冷めてといったらおかしいけれ

ども、やっぱり３２回目ということもある。３３回目か、今度。３２回目、そうい

うのもあるのかもしれんけれども、そういうＰＲ、そして、自分らもお金が出てい

るんやったら余計ですよ。余計もうちょっと工夫してくださいよ。そこをお願いし

ます。  



－４８－ 

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

○上岡委員   きょう質問することをたくさんここにタブレットでメモ書きしてい

たんですが、何かしら先ほど開いたら全部消えてしまっていて、消えないというふ

うに聞いていたんですけど、メダルのことなんですけど、子供さんらはメダルを喜

ばれると思うんですが、デザインをどうされるのか。考えているのか、どういう形

でデザインを頼むのかとかいうのを聞きたいのと、一回だけじゃなくて、メダルを

出すことによって次回、その次というのを計画しているのかとか、一回だともう一

つ効果はないと思うので、２回目、３回目と続くことによって効果があらわれてく

ると思うので、その辺を聞きたいのと、ＰＲ渉外費というのが今までの予算で捻出

できなかったのか、その二つをお願いします。  

○三鬼（和）委員長   予算決算委員会の範疇に入りますので、ざくっと大まかに

説明してください。  

○野地水産商工食のまち課長   まず、メダルの件についてなんですけれども、今

デザインはいろいろ検討しておりまして、当初は金属の部分で通常のメダルという

ふうなことで考えておったんですけれども、今もう少しひねって、地域資源である

尾鷲ヒノキを活用できないかなというところもありまして、予算がつき次第、そう

いうふうなことについては整えようかと思いますけれども、尾鷲ヒノキをレーザー

加工して尾鷲節のデザインを入れたようなものをつくって、それを子供たちに奨励

賞として出すというふうな形に整えたいかなというふうに今試案を練っておるとこ

ろです。  

 もう一つ、ＰＲ渉外費については、今まではほとんどこういうことについても実

際に会派にずっと回っていったり、そういうのは役員の方々で手弁当で行っていた

だいたり、あと、いろんなテレビ局、そういうところにも協賛をお願いしています

ので、そういうときに合わせて少し行った形はあるんですけれども、具体的に各会

派をある程度回るということは今までできておりませんので、この機会にそういう

ことも含めてしたいというふうな形で考えております。  

○上岡委員   メダルの聞き方をちょっと間違えました。担当部署でデザインを考

えるのか、専門のデザイナーに頼むのか、考えがあるのか、それを聞きたかったん

ですけど。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   このメダルのデザインにつきましては、

これまでも尾鷲節を象徴するマークがありますので、それをもし議決いただけたら

使いたいなと思っております。  
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○上岡委員   デザイナーには頼まない。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   はい。現在既にあるものを使用したい

と思っております。  

○三鬼（和）委員長   課長補佐、予算決算委員会のときにはデザインのもとにな

るやつ等々を資料として示してください。  

 他にございませんか。  

○上岡委員   ３ページの食の産業開発事業の商工会議所が専門家によるという、

この専門家というのはどういう方たちを指しているんですか。  

○苫谷水産商工食のまち課係長   外部専門家ということで、飲食の専門家の方で

あったり、物づくりの専門家の方であったりを４名ほど来ていただいています。  

○三鬼（和）委員長   係長、もう行ったことやもんで、実質どのような方に来て

もらったと説明してあげてください。  

○苫谷水産商工食のまち課係長   キッチンエヌという飲食の数字のわかる料理人

ということで中村新さんという方、あと、有限会社良品工房で地方の特産品等を自

分の目で見て集めて東京で販売している白田典子さんという方、あと、山口県萩市

で道の駅萩しーまーとを運営しております中澤さかなさん、あと、高知県のいなか

丸ごと販売研究家ということで松崎了三さん、この４名の方に専門家としてアドバ

イスをいただいております。  

○上岡委員   世界遺産の中の観光ＤＭＯについてお聞きしたいんですけど、私も

少しだけきのうの夜に調べさせていただいたんですけど、大変難しいような内容で、

今５市町で２８年度より実施をしようとしているんですかね。もうされているんで

すかね。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   ２８年度から５カ年計画で実施してお

ります。  

○上岡委員   その会議内容であるとか、内容がわかるようなものは今現在資料と

してありますか、５市町の話し合いの中の。  

○民部水産商工食のまち課長補佐兼係長   今現在ちょっと手持ちはないんですけ

ど、資料としてはあります。  

○三鬼（和）委員長   帰ったらあるんでしょう。こういうぐらいのことは課へ行

って自身で調べていただけますか。お願いします。  

 じゃ、次の資料４番目からの説明をお願いします。  

○野地水産商工食のまち課長   それでは、秋のイベントについて報告させていた
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だきます。  

 まず、４ページ目、資料４、みえ尾鷲海洋深層水、深層水フェスタ２０１７につ

いてです。開催日は１０月２２日、アクアステーションにて開催したいと思います。

主催は尾鷲市アクアステーション、指定管理者の尾鷲商工会議所が中心となって開

催いただきます。概要についてですが、開催日をみえ尾鷲海洋深層水の日として、

多くの人にアクアステーションに足を運んでもらい、深層水に親しんでもらうこと

でみえ尾鷲海洋深層水の普及を図ることを目的に本イベントを開催いたします。会

場では魚のつかみどりや深層水当てクイズ、魚御飯の振る舞いや足湯体験など、海

洋深層水に親しめるイベントが行われます。  

 続きまして、資料５ページになります。  

 第７回おわせ魚まつりについてです。開催日は１１月４日、尾鷲魚市場にて開催

いたします。主催については、尾鷲市尾鷲港産地協議会になります。概要といたし

ましては、市内の水産関係者や市などで組織される産地協議会が魚食普及を図る目

的でおいしい魚をもっと身近に感じてもらうためのおわせ魚まつりを開催します。

当日は試食コーナーで鮮魚やお刺身、おすし、その他多くの試食があるとともに、

子供向けのイベントとしてゲームコーナーやマグロの重さの目方当てクイズなんか

も行います。また、体験についても定置網体験、養殖業体験、干物づくり体験、タ

イの３枚おろし体験など、盛りだくさんの内容で今回７回目の開催をさせていただ

きます。  

 続きまして、資料６になります。  

 第１４回おわせ海・山ツーデーウォークについて御説明いたします。日程につき

ましては１１月１８、１９日、主催については尾鷲市及び日本ウオーキング協会、

三重県ウオーキング協会となります。内容ですが、世界遺産の馬越峠や八鬼山を初

め、１０キロから２５キロのコースを２日間にわたって６コースを楽しんでもらう

形で行うウオーキングイベントとなっております。以上です。  

 最後に、資料７ページになります。こちらについては主に商工会議所が主催する

イベントの御紹介というふうな形になります。  

 まず、一つ目がおわせマルシェということで、今回初めての開催ということで、

昨日、記者会見等も行われておりますが、開催日が１０月１５日、場所が県立熊野

古道センターの芝生広場です。主催が尾鷲商工会議所青年部、共催としてまちの駅

ネットワーク尾鷲が入ります。その中でマルシェとして、雑貨、木工クラフト、パ

ンやスイーツ、コーヒー、農作物、リラクゼーション等々、幅広い分野のマルシェ
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を開催させていただきます。また、当日は東紀州５市町の３０業者による棒グルメ

対決、第４回東紀州棒対決グランプリも同時開催される予定です。  

 次に、尾鷲旬のコツまみバルです。これについてはことしで５回目を迎えます。

開催日が１０月２８日土曜日、主催としては尾鷲旬のコツまみバル実行委員会で行

っております。前売りチケットを販売する形になっておりますので、チケットの販

売開始日が９月２８日木曜日、チケットの準備数については１ ,０００冊を御用意

させていただきます。価格としては前売り３ ,０００円、当日３ ,５００円、参加店

舗数は４２店舗を予定しております。また、当日はバルに併設して野地町児童公園

で子供向けのハロウィンイベントも今回については同時開催される予定です。  

 イベントの報告については以上でございます。  

○三鬼（和）委員長   以上、４番から市とつながりがあるもの、それから、間接

的ではありますが、市内の活性化事業として取り組まれるのを紹介していただきま

した。資料４番から７番までで御質問がございましたらお願いします。  

○奥田委員   資料６、ツーデーウォークなんですけど、前にも申し上げたと思う

んですが、これも実行委員の方は皆さん一生懸命やっているのはわかるんです、本

当に。頭が下がります。ただ、マンネリ化しているというか、これを見てもＡＢＣ

ＤＥＦとあって、去年と変わっているのってＣとＦだけですね。あと、みんな一緒

じゃないですか。ちなみに僕は去年、Ａの馬越峠、猪ノ鼻水平道、２５キロ、死に

そうになりましたけど、歩きましたわ。その前は八鬼山、その前は太郎・次郎か。

太郎・次郎もえらかったですけどね。それはおいておいて、こういう同じようなコ

ースばかりで、やっぱりリピーターになってもらわなあかんと思うんですけど、ど

うですか。もうちょっと知恵を膨らませたほうがいいんじゃないかなとも思うんや

けれども、もっとお金が落ちるような仕組みというのができんもんかな。前、僕が

まちの中を歩くコースもいいんじゃないかと言うておったことがあるんやけれども、

どうなんですか。ちょっとマンネリ化していませんか。  

○野地水産商工食のまち課長   実行委員会のほうでもコースはいろいろ、本当に

いろんなアイデアを出していただいていまして、今回も三木浦のところも少しコー

スの一部を変えさせていただくのと、Ｆコースにおいては梶賀峠コースということ

で、前に一度だけやったことがあるんですけれども、この部分についても久しぶり

に、前回やったときに非常に見晴らしもよかったということでこのようなものもさ

せていただきます。ただし、奥田議員の言われるように、イベントについて毎年新

たな取り組みを追加していかないとというふうなことはありますので、今後そのよ
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うな点も考えた上で実行委員会とは話していきたいと思います。  

 あと、もう一度集客を、参加者をふやすというふうな形で、今回は日本ウオーキ

ング協会の全国の雑誌、全国のウオーキングを趣味とされている方に届く『ウオー

キングライフ』というふうな雑誌に今回のツーデーウォークの参加を呼びかけるチ

ラシ等も入れさせていただいて、もっとほかの地域からもまた多くの方がお越しい

ただけるように、今そういうふうな工夫もさせていただいております。  

○奥田委員   工夫をぜひしてやってください。これも費用対効果を考えたらどう

なのかなというところがやっぱりあるんですよね。これ、２００万でしたか。２０

０万ぐらいかけていますね。それでどれだけの人が泊まっているのかなという気が

しますし、来た方がどれだけお金を落としているのかなという気がしてならないん

ですけど、ツーデーウォークにしても、尾鷲節コンクールにしてもちょっと抜本的

に変えなあかん時期に来ておるんじゃないかなという気がしませんか、課長。この

ままでええと思いますか、課長。どうですかね、市長。  

○加藤市長   私も阪急時代にいろいろ企画のほうでこういうイベントとかそうい

ったこともいろいろやってきたわけなんですけれども、議員おっしゃるとおり、本

当に集客力を高めるためのイベントですから、当然のことながら、そこには絶対工

夫が要ると思うんです。おっしゃるようにマンネリ化、マンネリは悪くはないんで

すけれども、全てマンネリ化するということ自体は全く問題があるわけですね。マ

ンネリの中でも二つ、三つ新たなことを取り入れながらやると。要するに昨年やっ

てきたことにプラスことし新たなものを取り入れて、それが非常に人気のあり得る

であろうというような企画もしていかなきゃならないし、いずれにしろ、こういう

イベントとかそういった催しをやるということは、やっぱり市民の皆さんにも喜ん

でいただく、参画意識を持ってもらう、もう一つ大きなのはやっぱり外から尾鷲は

こういうイベントで楽しいこと、ためになることをやっているよということを、何

度も申し上げますが、本当にこういう発信力というのは絶対必要なんです。そうい

ったことを取り入れながら、さっき担当課長が言いましたけれども、やっぱりウオ

ーキングであればウオーキング専門の雑誌にパブリシティーとして取り上げていた

だくなり、宣伝広告としてやっていただくなり、そういったものをいろいろと探求

しながら僕はやっていきたいと。こういうことについて集客力、集客力がふえるこ

とによって経済の活性化というのは当然あり得ると思いますので、ちょっとしばら

くお待ちください。その辺のところは、おっしゃることはよくわかるんですよ、議

員のおっしゃること。本当にそうしていかなきゃならないというようなことで、や
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っぱり一皮むけた形のものをこういうものについては取り入れていかなきゃならな

いと思いますので、この辺のところは正直言ってこれもイニシアチブを発揮して、

言いたいこと、私もやりますので、よろしくお願いしたいと思っております。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、水産商工食のまち課、先ほど意見の中には当初

予算で事業を認めて進めていこうとしているもの、先ほど、尾鷲節コンクール、ツ

ーデーウォークでしたので、成功されることを議会としましてもしますし、今まで

いろいろあったこともチェックしながら今後につなげるような形で進めていただき

たいと思います。よろしくお願いします。  

 それでは、水産商工食のまち課にかかわる報告案件を終わります。  

 交代のため暫時休憩いたします。  

（休憩  午後  ２時１５分）  

 

（再開  午後  ２時１９分）  

○三鬼（和）委員長   それでは、会議を再開いたします。  

 最後の建設課です。よろしくお願いします。  

○上村建設課長   建設課でございます。よろしくお願いいたします。  

 当課からは建設課に係る補正予算について御報告をさせていただきます。  

 まず、今回の補正予算の中で４款衛生費、４項下水道費、１目下水道整備費にお

きまして補正予算額８５０万円を計上しております。内訳につきましては１５節工

事請負費でございます。  

 では、位置図を通知させていただきます。工事場所ですけれども、尾鷲市中川地

内の中川矢ノ浜幹線下水路におきまして汚泥堆積に伴う流下能力の低下やにおい等

の生活環境への影響を踏まえ、しゅんせつ工事を行うものでございます。工事内容

ですけれども、延長約４５０メーターの区間におきまして堆積した汚泥を除去し、

産業廃棄物として処理するものでございます。  

 続きまして、７款土木費、３項河川費、１目河川総務費におきまして補正予算額

３００万円を計上しております。内訳につきましては、同様に工事請負費でござい

ます。  

 位置図を通知させていただきます。工事場所は尾鷲市大曽根浦地内の東の川にお

きまして、河川の洗掘に伴う護岸の損傷に対応するため河川改修工事を予定してお
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ります。工事内容ですけれども、延長約６０メーターの区間におきまして護岸補強

及び底張り等を考えております。  

 最後になりますけれども、７款土木費、６項住宅費、１目住宅管理費におきまし

て補正予算額４２１万２ ,０００円を計上しております。内訳につきましては１３

節委託料でございます。  

 では、この委託料になります市営住宅ストック総合活用計画の業務について御説

明をいたします。通知をいたします。資料３ページをごらんください。  

 まず、資料の３ページには本計画の概要、次のページになりますけれども、４ペ

ージには業務のスケジュール、最後、５ページには現在の市営住宅の位置図を添付

しておりますけれども、最初に現在の市営住宅の状況について御説明いたします。

５ページをごらんください。  

 本市の市営住宅ですけれども、位置図にありますように、１５の地区があり、そ

こで２８３戸の住宅を管理し、現在２３０世帯の方がお住まいになっておられます。

住宅の建設年次につきましては、賀田団地、新田団地が最も早くて、昭和３０年初

期、その後、３０年から４０年代にかけて建設され、昭和５０年代に建設された団

地が三木里団地、和泉団地で、最も新しい団地が平成１２年に建設された山辺団地

でございます。  

 また、住宅戸数の規模についてですけれども、何枚田団地、三木里団地が４戸と

最も少なく、ほかに５戸から１８戸の団地がございます。その中でも比較的規模が

大きい団地といたしまして、３７戸の倉ノ谷団地、３２戸を有します和泉団地、最

も大きい団地が１０８戸の団地があります光ヶ丘団地になります。  

 住宅の状況とその戸数の概要は以上のとおりでございますけれども、他の団地も

含め総括いたしますと、市営住宅の大半は昭和３０年代に建設されたもので、老朽

化が進んでおり、生活環境への影響も生じてきているという状況でございます。  

 では、資料の３ページに戻っていただきたいと思います。  

 事業の趣旨から御説明をいたします。本計画は老朽化する市営住宅への対応とと

もに、地域課題である少子高齢化への対応や新たな住宅需要などを考慮した適正な

管理戸数を試算すること、また、ストック効果を十分に活用し、ランニングコスト

の削減を図りつつ、利用者のニーズに即した事業を実施し、効率的で効果的な市営

住宅の運営を目指すため、今後１０年間の市営住宅の指針を策定しようということ

で考えております。  

 事業の内容でございますけれども、まず現状の把握及び整理というところから入
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りまして、建物の状況、入居者の状況、立地の状況などを精査いたしまして現状及

び課題を抽出いたします。入居者へのアンケート調査の実施ということで、現在、

入居者に対してアンケート等を実施しまして、より実情に即したニーズの調査や今

後の意向調査を行う予定でございます。  

 また、次の既存計画等との検証と評価というところですけれども、前回のストッ

ク計画は平成１４年度に策定されておりますけれども、これの計画との検証、また、

三重県計画や本市総合計画等との整合性を確認しようということで考えております。  

 次に、市営住宅の需要と把握ですけれども、市として必要とされる戸数を市営住

宅の空き戸数や入居応募の状況、今後の高齢者世帯の増加等を加味しまして、人口

動態を含めて調査して試算をしようと考えております。  

 最後に、市営住宅の設置と活用ということで、長寿命化等への方針の検討という

ところもございますけれども、老朽化した市営住宅への対応として新築や改築の必

要性を検討するとともに、集約の可能性なども検討したいと考えております。この

集約の可能性の中であいた土地の利用についても検討をしたいというふうに考えて

おります。  

 次に、４ページでございます。  

 スケジュールについてですけれども、補正予算をお認めいただければ早急に入札

契約事務に入りまして、都市計画や地方計画等の業務を専門とするコンサルタント

業者に委託し、年度内の工期で業務を実施したいというふうに考えております。業

者が決まれば詳細なスケジュールを策定し、業務を進めてまいりますが、年内には

業務に必要となるアンケート等を実施するとともに、１２月の議会で報告できるよ

うに中間的な取りまとめを行いたいと考えております。  

 簡単ではございますけれども、以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りま

すようお願いいたします。  

○三鬼（和）委員長   審議と言われましてもここでは審議しないので、これらに

ついて関連、予算計上されておることですので、関連することとか、もう少し詳し

く聞きたい等々ございましたら、委員の皆さんの御質問をお願いします。  

○奥田委員   関連ということでお伺いしたいんですけど、今２３０世帯入ってい

るということですけど、今どうなんですか。市営住宅に入りたいとかいうニーズと

いうのはどんな感じですか。  

○上村建設課長   現在、空き部屋もございまして、今６戸ほどあいておるという

状況、それと、昨今の応募の状況なんですけれども、ちょっと御報告いたしますと、
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今年度の５月からですけれども、５月と１１月に毎年入居者の応募をしております

けれども、この５月には５人、ちょっとさかのぼりまして２８年１１月には８人、

５月には６人、２７年度の１１月には１０人、５月には６人というような、若干二

桁になる年度が２６、２７年度ではございましたけれども、最近では一桁というよ

うな状況での応募がございます。  

○奥田委員   そうすると、今は応募したら大体入れるという形なんですか。どう

なんですか。  

○上村建設課長   あいている部屋を見ていただいて、やっぱり御希望というのも

ございますので、そのあたりを加味して、どこでもいいということであれば入れる

という状況でございます。  

○奥田委員   このストック総合活用計画につきましてはまた予算決算常任委員会

で中身をお聞きしたいと思いますけど、もう一点だけ教えてほしいんですが、１０

年間で計画を立てていくわけですよね、建てかえとかいろんなことを。売却すると

ころも出てくるという話がありましたけど、この前、質疑の中で。そうすると、今

の市営住宅の土地の境界というのはきちっとわかっておるんですか。  

○上村建設課長   地籍調査までしておりませんので、また隣地との確認等も含め

て、そういうような調査というのは必要になってくると思います。  

○奥田委員   じゃ、境界まではわからんということやね。ただ、さっきも防災の

ときに言うたんですけど、末広のところ、あれは建設が管理しておるのかな。草を

刈ってくれと市民の方が言うと刈ってくれるんですよね。でも、実際、防災倉庫を

置こうとすると民間との境界がわからんと。ということは、草を刈るときはどこを

目印にやっておるのかなと思いませんか。境界がわからんのに大体でやっておるの。

じゃ、民家もやってくれるんかいと。民家のほうもやってくれるんかいと言う市民

の方もいらっしゃるんですわね。やっぱり市が管理しておる土地なんやったら早い

段階で地籍調査をして、ここが境界ですというのはきちっとしておかんことにはあ

かんのじゃないですか。それが市が管理している土地と言えるのかな。建設が管理

している土地と言えるんですかと思いませんか。  

○上村建設課長   御指摘はそのとおりだと思います。ただ、尾鷲市の特徴といた

しまして、公図がきちっと整理をされていないというところが大多数というところ

でございます。ですので、建設課といたしましては地籍調査業務も実施しておりま

すし、議員御指摘のようなところも今後必ずする必要があるかなというふうに思っ

ております。  
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○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

○小川委員   市営住宅の入居条件というのがありますよね。結構、周辺部の方で

体が悪くなって病院に通院したいけど、急傾斜地が多いので病院へおりたり上がっ

たりできないという方が一度申し込んだと思うんですけど、でも、持ち家があった

ら貸せないという話もあったと思うんですけど、入居の条件をもう少し、高齢者が

ふえてきているので、入居の条件をもうちょっと緩和してもらえないかなというの

があるんですが、その点、どうなんでしょうかね。  

○上村建設課長   入居条件ですけれども、尾鷲市の住宅条例の中に規定されてお

る内容でございます。今年度、ストック計画の中で、当然、今後に向けては高齢者

とか障害者の方の対策も必要かなというのは十分検討する必要があろうかなと思っ

ておりますので、委員の言われるようなところも加味する必要があるのではないか

ということであれば、またいろいろ御意見を皆さんにお伺いしながら考えるべきと

ころはあろうかなとは思います。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

 これはもし空き地とか、市営住宅が整備されて将来的に空き地とかになってきた

ら、マスタープランもおたくが担当になると思うんですけど、そういったものも総

合計画とともに見直していくのかが１点と、それから、今の周辺部の方とかがあり

ましたけど、市営住宅のあり方というのか、ニーズで若い人の市営住宅とか、そう

いった高齢者とかというのも要ると思うんですね、これからは一緒くたじゃなく。

今度の計画の中にはそういったものというか、それもやられるのかどうかも踏まえ

て、その辺のところはどうなんでしょうかね。  

○上村建設課長   まず、今後、市営住宅の空き地になってくるような部分という

のは当然マスタープランの中でも検討する必要があろうかと思いますし、それ以前

に市としてその土地の有効活用をするためにはどうするかというところの議論が必

要かなと思います。マスタープランにつきましては県との歩調を合わせているとい

う部分もございますので、現在、基礎調査の部分に入っておるという状況でござい

ますので、また時期が来ましたら尾鷲市のマスタープランについても当然改定が必

要かなというふうに考えております。  

 次に、今後、市営住宅を考えていく上で、現時点での住宅の中にも一部家族をお

持ちの方が入られるような、代表的なところでいいますと山辺団地であるとか、そ

ういうところもございます。ただ、そのあたりは今後の需要がどういうような、高

齢者の方が主になるのか、そういうような若い方の住宅が主になるのか、そのあた
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りのバランスも出てこようかなと思いますので、そのあたりも含めて適正な戸数と

いうのを考えていかなきゃいけないかなと思っております。  

○三鬼（和）委員長   それと、もう一点、公的に市役所が全て整備する形なのか、

将来的には民間というのか、ＰＦＩとかも使って民間にやっていただいたのを市営

住宅として公共の住宅と一緒のような入居ができる形とかというのも全国ではあろ

うかと思うんですよね。そういったことも今回の活用計画の中ではどうなんですか。

あくまで公的な部分だけなんでしょうか。どうなんでしょうか。  

○上村建設課長   その御意見につきましては前回から委員長からもいろいろ御意

見をいただいております。前回の平成１４年度に計画しました中でも、ＰＦＩであ

るとか、そのあたりの計画も含めて市営住宅をどうしていこうというところも踏み

込んで考えておりましたので、当然、今回につきましてもそのあたりも含めて検討

したいと思っております。  

○三鬼（和）委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○三鬼（和）委員長   それでは、建設課にかかわる報告、審査は予算決算委員会

でしていただきたいと思いますので、御苦労さまでございました。  

 それでは、執行部、市長、副市長、えらい御苦労さんでございました。  

（休憩  午後  ２時３４分）  

 

（再開  午後  ２時３５分）  

○三鬼（和）委員長   それでは、委員会を再開いたします。  

 当常任委員会に付託になりました議案４２号及び４３号について採決をとりたい

と思います。  

 議案第４２号、尾鷲市市税条例の一部改正について可決すべきとする者の挙手を

願います。  

（挙  手  全  員）  

○三鬼（和）委員長   挙手全員、挙手全員でございます。  

 続きまして、議案第４３号、尾鷲市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部

改正について可決すべきとする者の挙手をお願いいたします。  

（挙  手  全  員）  

○三鬼（和）委員長   挙手全員、挙手全員でございます。  

 委員長報告におきまして、どうしましょうか。やりとりの中で怠ったというのか、
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その分は報告の中に入れましょうか、改正のところの。その辺については委員長報

告で添えたいと思います。  

 以上が付託議案に係る採決でございます。  

 それでは、これをもちまして総務産業常任委員会を閉じます。御苦労さまでした。  

（午後  ２時４２分  閉会）  

 


